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    まえがき  

 

 

認知症は、自ら症状を訴え、医療や介護につながることが難しい疾患です。そのためい

わゆる検診という方法を用いての早期発見には限界があるといわれています。また今回の

事業開始後に示された、認知症大綱において「予防」は一つの大きな柱となり、早期支援

も含めた認知症予防に関する取組は、エビデンスの確立も含めてさらに重要になっていく

ものと思われます。認知症初期集中支援チームは早期発見早期支援のブレークスルーと

して設立されましたが、このチームを有効活用するためにも、さらに広く自治体が認知症の

人を早期に発見する仕組みを構築する必要があります。すでにいくつかの自治体では試

みが開始されており、これらを収集開示することは、これから同様の試みを検討している地

域にとって有用であると考え本事業をたちあげました。この事業では全国の様々な地域で

の取り組みを収集することに加えて、全国市区町村の認知症施策所管課に対して、Web

を用いた調査を試みました。すでに昨年度認知症初期集中支援チームを有する市町村

対象に初期集中支援チームで対応する以外に早期発見の施策を行っているか調査し、

549 市町村から回答を得ていますが、それは自由記載による探索的な調査でした。今回

の調査では 785 件の回答をえることができ、予防事業に関しては、すでに多くの市区町村

で取組が開始されていること、一方では医療との連携が今後必要であることが明らかとな

ってきました。ご協力いただいた市区町村の担当課の皆様に深謝申し上げます。 

 

 

    令和 2 年 3 月 

 

令和元年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）     

認知症予防及び早期支援のための効果的な取組に関する調査研究事業 

                                         委員会委員長   鷲見 幸彦 

 

 

 





 

 

令和元年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分） 

認知症予防及び早期支援のための効果的な取組に関する調査研究事業 

報告書 

〈目次〉   

 

 

 

Ⅰ 事業概要                                                        1 

 

Ⅱ 効果的な取組の事例収集と整理                                     4    

   1. 調査実施概要                                             4  

   2. 取組事例                                                  5  

 

Ⅲ アンケート調査                                                   27    

   1. 調査概要                                                 27  

   2. 調査結果                                                 28  

 

Ⅳ 考 察                                                           58    

 

 

   ［資料編］                                                            60    

 

 

 

 

 

 





Ⅰ 事業概要                                                                           

  1. 事業名 

認知症予防及び早期支援のための効果的な取組に関する調査研究事業 

 

  2. 事業目的 

認知症予防及び早期支援のための効果な取組について、自治体等で行われている先進的な活動

事例を把握するとともに、把握した事例の特性を整理し、全国展開のための試行的事業の方法論に

ついて検討する。 

 

  3. 事業実施期間 

    令和元年 6 月 7 日（内示日）から 令和 2 年 3 月 31 日 まで 

 

  4. 事業内容 

    4-1 委員会体制および開催状況 

認知症においては、自ら症状を訴え、医療や介護につながることが難しい。そのためいわゆる検診

という方法は早期発見には限界がある。認知症初期集中支援チームはそのブレークスルーとして設

立されたが、このチームを有効活用するためにも、さらに広く自治体が認知症の人を早期に発見する

仕組みを構築する必要があり、すでにいくつかの自治体では試みられている。これらを収集開示する

ことは、これから同様の試みを検討している地域にとって有用である。すでに昨年度認知症初期集中

支援チームを有する市町村対象に初期集中支援チームで対応する以外に早期発見の施策を行って

いるかを調査し、549 市町村から回答を得ている。これを分析し、有用とおもわれるいくつかのパター

ンについて各地域の具体的取組方法を収集し、事例集を作成する。 
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    4-2 委員会体制および開催状況 

［委員］                                           

1 委員長 鷲見 幸彦 国立長寿医療研究センター 病院長 

2 委 員 翁川 純尚 東北厚生局 地域包括ケア推進課 課長 

3 委 員 岡 ひとみ 岡山市保健福祉局高齢福祉部高齢者福祉課 保健技師 

4 委 員 矢吹 知之 認知症介護研究・研修仙台センター 研修部長 

5 委 員 西 ミキ 加賀市地域包括支援センター 所長補佐 

6 委 員 堀之内祐子 SOLA CLINIC 精神保健福祉士

7 委 員 堀部賢太郎 国立長寿医療研究センター 連携システム室 室長 

8 委 員 進藤 由美 国立長寿医療研究センター 企画戦略局 リサーチコーディネーター

〈オブザーバー〉  厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 

〈事務局〉        国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 

 

［会議］                                             

     第1回 委員会 

日時     令和元年8月20日（火） 

議事     1  事業概要・計画案について 

     第2回 委員会 

日時     令和元年12月2日（月） 

議事     1  取組自治体への訪問 報告 

2  今後おこなう全体調査の調査票について 

3  その他 

     第3回 委員会 

日時     令和2年3月9日（月）  ＜中止＞ 
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4-3 事業スケジュール 

  委員会、実地調査（事例収集）、WEB 調査等の事業は、概ね以下のスケジュールで進行した。 

図表  事業スケジュール（交付申請書面を更新） 

 平成 31 年 4 月 令和元年 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

事
業
実
施
内
容 

                                                                       第 1 回 委員会 

                                                                             ◉ 
                                                                                       実地調査 

 

 

 10 月 11 月 12 月 令和 2 年 1 月 2 月 3 月 

事
業
実
施
内
容 

                             第 2 回 委員会                                    第 3 回 委員会 

                                 ◉                                              ◉（中止） 

 

          実地調査                      調査結果の分析・まとめ     事例の整理 

   

                                       WEB 調査票作成     WEB 調査    集計・解析 

                                                                                                     

                                                                                     報告書作成・配布
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Ⅱ 効果的な取組の事例収集と整理 

1. 事例収集の概要 

  認知症大綱において「予防」は一つの大きな柱となり、早期支援も含めた認知症予防に関する取組

は、エビデンスの確立も含めてさらに重要になっていくものと思われる。そのためには今後さらに広く自

治体が認知症の人を早期に発見する仕組みを構築する必要がある。すでにいくつかの自治体では試

みが開始されており、これらを収集開示することは、これから同様の試みを検討している地域にとって有

用であると考え、全国で認知症予防及び早期支援のための効果的な取組を行っている自治体から取

組事例を収集する。 

 

⑴ 目的  

今後取組を開始する他の自治体の参考に資するため、すでに先進的、効果的な取組を行っている

自治体の活動事例を収集する。 

 

⑵ 方法 

全国を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の 7 つのブロックにわけ、それぞ

れの地区の実情に詳しい人材を委員として参加していただき、直接自治体を訪問して情報を収集

する。結果を報告書としてまとめる。 

 

⑶期間 

  令和元年 9 月 1 日から 12 月 31 日まで 
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2. 取組事例  

  委員会委員により、予防・早期発見の仕組みの情報収集を行った。以下、地域ごとに取組内容、課

題等を整理する。 

 

2-1 中国・四国地方  A 市                                                                 

１ 自治体基礎情報   

  

人口 3～5 万人 

高齢化率 36～40％ 

 

２ 取組の概要   

取組名：一次介護予防教室 住民主体の体操の取組 

  認知症の発症予防・進行予防、介護予防、健康増進を目的に、住民からの申し込みを受け地域包

括支援センターの保健師、介護予防コーディネーターがアウトリーチし、公民館、介護保険事業所の地

域交流スペース、地域の集会所等で一次介護予防教室（以下、「教室」）を実施している。 

教室では、自治体が大学監修で作成した認知症予防・介護予防に役立つ A 体操を普及し、住民が

自主的に地域のつどいの場等に集まり、体操を継続できるよう支援すると共に効果測定等の機会にフ

ォローアップも実施している。また、体操をケーブルテレビで 1 日 3 回放送しており、集まりの場に参加

できない住民も、テレビを視聴しながら参加できる。 

  体操の内容は、１回 30 分の有酸素運動、デュアルタスク（二重課題）とヨガの 3 つの要素を取り入れ

た認知症予防体操。 

  週 1 回以上 5 人以上集まることができる団体へ、介護予防コーディネーターが出前講座を実施し、体

操の指導、効果測定を初回、3 か月目、6 か月目の週及びその後 6 か月毎の週のそれぞれ 1 回（2 年

継続）実施する。 

 

３ 取組の背景・変遷   

地域住民の高齢化、独居、高齢者のみ世帯の増加、医療機関の減少等を背景に、高齢者自身が認

知症予防、健康づくりに取り組むことが必要であった。 

平成 25～26 年度は認知症予防教室を実施し、週 1 回 12 回コースで認知トレーニング（書写・音読・

計算・笑いヨガ・体操）に取り組んだ住民が、タッチパネル式物忘れ検査の結果、約半数の人に改善が

みられた。 

高齢者の意識が変わるような地域包括ケアシステムづくりの入り口が必要という課題意識をもとに、教

室を自主化して新たな地域づくりのきっかけにできるように、地域の医師会長が大学病院に相談した結

果、大学の協力で A 体操作成にいたった。 
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平成 28 年度から、身近な地域で継続できるという課題意識をもとに、住民からの申し込みで介護予

防コーディネーターが出前講座を実施し、週 1 回以上 5 人以上集まることができる団体に体操を継続し

ていくための支援を実施している。なお、総合事業のメニューにも取り入れている。 

現在、参加住民から他の参加者や、参加者外でも地域の人で認知症の心配がある人がおり支援が

必要そうな場合は、自然に地域包括支援センターに相談が入る体制になっている。 

 

４ 取組のポイント・工夫   

 長年キャラバン・メイトの活動支援等に力を入れ住民自らが認知症について考え決定し、取組ができ

るような地域づくりをしている自治体であるが、国の動向、事業メニューが変遷する中でも住民の主体的

な取組となるように既存事業を見直し、地域包括支援センター、介護予防コーディネーターは「伴走者」

として支援している。出前講座形式、効果測定の機会の継続的なフォロー、大学等との共同、ケーブル

テレビ等資源の活用など、様々な工夫がみられるのはもちろんだが、他事業含め地域と自治体との近さ

が伝わってくる事例である。 

 

５ 取組の効果   

○ 基本チェックリストでハイリスクだった人、要支援だった人が改善した。 

○ 地域で身近なつどいの場が増えた。 

    （例）宅配（班配）の配送場所で A 体操を毎週実施 

○ 生活支援コーディネーターと連携することで、体操に取り組む団体が加速的に増えた。 

○ 家から出ない人も、テレビを見ながら体操できていた。 

○ 大学の検証結果、知的機能は有意差があり、情動機能、身体機能が改善した。 

○ 教室参加者の声 

     ・気持ちが明るくなった気がする  

     ・毎週 1 回来るのが楽しい  

     ・みんなと会えることが嬉しい  

     ・地域の人との交流の機会が増え、地域が活気づいた   等 

 

６ 課題   

  〇 会場までの交通手段 
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2-2-1  東北地方  B 市                                                                       

１ 自治体基礎情報   

 

人口 3～5 万人 

高齢化率 26～30％ 

 震災以降減少傾向にあるが、急速な高齢化が進む地域ではない。介護保険事業所は 66 ヶ所であり、

75 歳以上 1 千人当たりの施設数は 13.37 であり、全国の平均 13.25 から見ても平均的である。地域包

括支援センターは 2 か所。認知症疾患医療センターは隣接する市にある。 

認知症関連では、初期集中支援チームの設置、認知症ケアパスの策定などが行われている。特にこ

れらの活動について認知症地域支援推進員の養成に積極的で、行政と共同で啓発活動を行っている。 

 

２ 取組の概要   

１）認知症地域支援推進員の拡充による認知症予防、早期発見支援のアウトリーチ活動の推進 

平成 28 年～令和元年までの 4 年間で 20 名の認知症地域支援推進員を養成したことにより、アウトリ

ーチと啓発に多大な影響を及ぼしている。 

２）多職種連携、既存団体地域共同による創発的な活動の創出 

認知症地域支援推進員は市内の介護保険事業所職員に市職員が直接依頼しており、依頼先は、

市内にある認知症対応型共同生活介護、特別養護老人ホーム、病院などで、意欲的な方に依頼して

いる。 

 

４ 取組のポイント・工夫   

推進員の活動は、「啓発、見守り、資源開発」の三部会に分かれ活動し、令和元年度だけでも 9 回の

集まりをひらき情報共有を行い、地域活動の企画運営をボランティアで行っている。 

認知症地域支援推進員の属性として、保健、福祉、医療それぞれの分野の専門職がおり、多職種創

発的にアイデアが生まれる。合わせて、認知症の早期発見に繋がっていると思われる。 

アウトリーチ機能として「出前講座」があり、市内 60 カ所で開催される「百歳体操」のサークルに告知

をする。これにより、介護予防と認知症理解が一体となった活動となっている。加えて、市内に認知症カ

フェが 5 か所開設され常に相談にのり、医療連携が可能になっている。 

 

６ 考察・課題   

認知症地域支援推進員の活動を継続的にコーディネートする人材は現在保健師 1 人であり継続性

に不安感はある。認知症予防や早期発見のアウトカム及び具体的な効果を明らかにすることは大きな

課題である。 
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2-2-2  東北地方   C 市                                                                   

１ 自治体基礎情報   

 

人口 10～30 万人 

高齢化率 26～30％ 

東北地域では広い面積を有する自治体の一つでもある。 

介護保険施設は 270 ヶ所あり 75 歳以上 1 千人当たりの施設数は 11.80 で全国平均の 13.25 よりも

少ない。一方、医療機関は、99 ヶ所あり 75 歳以上 1 千人当たり 76.36 であり、全国平均の 73.57 よりも

多い傾向である（平成 30 年）。地域包括支援センターは 11 ヶ所ある。認知症カフェは 13 ヶ所ありその

うちの一つは、市が直営で行い出張認知症カフェなどを行いモデル的なカフェを運営する。また、認知

症初期集中新チームの活動も活発であり医療・看護・福祉の連携の基盤となっている。 

 

２ 取組の概要   

平成 31 年 4 月から大学と市の共同事業で認知症予防調査を実施している。この研究は、約 500 人

が参加のコホート研究であり、既往歴のない住民を対象とした発症予防の横断調査である。そもそも、

平成 24 年から実施されている市が実施する健康調査の一環で実施されていたものを増補版として実

施。これらの研究事業により、予防的見地から早期発見に寄与している。 

 

４ 取組のポイント・工夫   

認知症カフェを活用した早期支援と進行予防 

特徴：以前から行政と医療・保健・福祉機関等のメンバーが集まり鶴岡市の認知症施策を検討するミ

ーティングが開催されており、これを「認知症施策コアメンバー」と呼んでいた。構成メンバーは、行政保

健課 1 名、長寿介護課 1 名、地域包括ケア推進課 1 名、医師、看護師 2 名、作業療法士 1 名、認知

症地域支援推進員 1 名、ケアマネ 2 名。 

このメンバーは初期集中支援チーム（市内 1 チーム）のメンバーであり、情報共有と連携が図ることが

できる。また、同じくカフェの運営メンバーにもなっていることから、診断直後からの支援が可能である。

それにより、進行予防への取り組みも効果的に実施可能。 

認知症認定看護師による出前講座を積極的に行い、地域と病院内医師や看護師が見える関係にな

っておりスクリーニングがスムーズに行われる。 
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５ 取組の効果   

〇地域包括支援センターに診断直後から繋がっている。 

〇カフェから百歳体操など予防関連事業に繋がる。 

〇そのほか社会資源とカフェから繋がることが多い。 

〇社会資源に繋がるルートが出来上がる（以下）。 

   ・病院  → カフェ→百歳体操等社会資源へ → 地域の身近な別のカフェへ 

   ・初期集中支援チーム → カフェ →百歳体操等社会資源へ → 地域の身近な別のカフェへ 

   ・認知症を理解する教室（出前講座） →百歳体操等社会資源へ →地域の身近な別のカフェへ 

 

６ 考察・課題   

〇若い介護者は認知症カフェに来場することが少ない。 

〇若年性認知症の方を対象とした社会資源が不足。 

〇認知症カフェの参加者が増えるがスタッフが不足している。 
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2-3   近畿地方   D 市                                                                      

１ 自治体基礎情報   

 

人口 5～10 万人 

高齢化率 26～30％ 

都市圏近郊に位置する中都市規模。 

 

２ 取組の概要   

最初のターゲットは若年性認知症を早期発見し、潜在的ニーズを汲み取ることを目的としていた。し

かし、高齢者ニーズが高いために対象年齢を随時上げた。現在は 75 歳以上の受診率が高い。 

予算源は、主に地域支援事業。 

【具体的手順と予算】 

①40 歳から 5 歳刻みで 80 歳までの市民に受診票を送付する。 

②あらかじめ関係する医療機関はほぼ全て所属するもの忘れかかりつけ医ネットワークが構築され

ており、この医療機関への受診を勧める。 

③診察は保険診療ではなく、実際受診された一件あたりで保険点数相当額を自治体側から支弁す

る形。 

④実際にひっかかった場合は MMSE 等を用いた二次検診に繋ぐが、これ以降は保険を使う。 

 

３ 取組の背景・変遷   

近隣の 2 市 1 町が医療・高齢者施策で連携する仕組みがあり、幹事自治体を回り持ちとして自治体

間の協働体制は構築されていたところ、あるとき共通の医師会からの提案をうけて共同事業として検討

されることになった。 

認知症医療は地域で支えるという理念を共有している。 

 

５ 取組の効果   

認知症の早期発見よりも「啓発」を広げるという意識が強かった。 

早期発見のスキームではあるが、「予防」施策には繋げていない。 

認知症予防に関しては、ハイリスクアプローチよりもむしろポピュレーションアプローチとして介護予防

等一般高齢者施策の大きな枠組の中で行っていく。 
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６ 考察・課題   

本例のような早期発見スキーム自体は全国に広がっているが、本例の特徴は、そのシステム自体より

も、それを可能としたバックグラウンドである。明確な課題意識と関係者の熱意を背景とした、しっかりと

した自治体間連携体制と医療機関ネットワークが構築されてきた歴史的背景の厚みがある。 

なによりも、体制だけでなく、関係機関の間で極めて理想的かつ地に足をつけた理念が共有されて

いる点が特徴といえるであろう。 
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2-4  関東地方  E 区                                                                    

１ 自治体基礎情報   

 

人口 50 万人以上 

高齢化率 21～25％ 

昭和 39 年の東京オリンピックの際に多くの団地が建設されたベッドタウン。また、平成 17 年から平成

30 年までの 13 年間の間に、高齢者世帯は 1.5 倍、単身世帯は 1.87 倍に増加しており、今後も高齢者

世帯、単身世帯の増加は続くと予想される。 

 

２ 取組の概要   

区では「認知症への理解促進・啓発」、「認知症の人、家族への支援」、「認知症発見のプロセス」とい

う大きく 3 つの柱を立て、様々な取組を行っている。 

認知症予防及び早期発見については、「認知症発見のプロセス」の柱にある取組として、介護予防チ

ェックリストを用い、3 年に 1 回の頻度で、要支援・要介護の認定を受けている者を除く 65 歳以上の区

民全員を対象に実施している。 

また、単身世帯が多いことを踏まえ、介護保険サービスを利用していない 70 歳以上の単身世帯およ

び 75 歳以上のみ世帯に対し、区内の町会・自治会が協力し、調査員として各世帯に個別に訪問する

「孤立ゼロプロジェクト」を実施。寄り添い関連（孤立度）、防災関連、情報提供の 3 点を確認している。 

 その他、地域のモールやスーパーなどにおいて認知症予防の PR イベントを開催したり、令和元年～

3 年度まで区内の一地域において東京都健康長寿医療研究センター研究所による「認知症高齢者が

安全・安心な暮らしを送れる環境づくりのための研究」に協力、認知症高齢者を地域で支えるためのコ

ーディネーションとネットワーキングについて区の特性や資源を生かした取組を実施する予定である。 

 

４ 取組のポイント・工夫   

〇人口が多い分高齢者数も多く実態把握等が容易ではないと思われるが、今回町会・自治会の支援を

得たことで、対象となった単身世帯への全戸訪問を達成し、新たに対象となった方への訪問も継続し

ている。多くの自治体が地域包括支援センター等の専門職による実態把握を行っているが、地域の

既存の仕組みを活かして対象者の全戸訪問を行い、リスクの高い人に対して専門職が集中して訪問

することで、効率的な訪問活動ができていると考えられる。 

〇「孤立ゼロプロジェクト」では、地域にある 440 か所の町会・自治会の協力を得て実施している。これ

は、「住民は地域で暮らしている」ことから、町会・自治会といった既存の仕組みを活用するとともに、

町会・自治体の人たちに地域で暮らす高齢者のことを知ってもらうことを意識してのことである。 

 

 

- 12 -



〇地域のモールやスーパー、商店街といった「区民の生活」に直結したところで啓発活動や取組を実施

するなど、「地域社会」を意識した仕掛けを数多く行っており、認知症の疑いの段階からの早期発見、

早期支援を推進する土台作りになっていると考えられる。 

〇高齢者や認知症が疑われる方に配布するパンフレットのデザインや折り方などを工夫し、手に取りや

すいものを作成するなど、多くの人に情報がいきわたるための工夫を行っている。 

 

５ 取組の効果   

〇チェックリストに含まれる認知症自己チェック表において約 17 万人いる高齢者のうちの約 7％が「認

知症の疑い（DASC-21 が 31 点以上）」、約 3.5％が顕著な「主観的認知機能低下（同 20 点以上）」と

判定され、地域包括支援センター職員による訪問、アセスメントを行っている。 

〇「孤立ゼロプロジェクト」は 100％（対象者全戸訪問）を達成し、その結果孤立の恐れがある世帯が

12.1％あることが把握され、地域社会とのつなぎや、地域包括支援センターによる支援、介護保険サ

ービスの利用開始、ボランティアの派遣などの支援に繋がっている。 

 

６ 考察・課題   

こういった地域の仕組みを活用したプロジェクト等を通じて町会や自治会をはじめとする地域住民が

高齢者の見守りの目となってくれることに期待したいが、地域による温度差や団地等の集合住宅は住人

の入れ替わりもあり、より多くの関係者や住民の協力を得ていくことが必要であろう。 
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2-5-1  北海道地方  F 市                                                                  

１ 自治体基礎情報   

 

人口 3 万人以下 

高齢化率 31～35％ 

地理的に 500 ㎢以上と広域にまたがる地域であり、産業衰退、医療過疎等の様々な人口減少社会

問題も抱える全国各地にあるエリアの一つ。 

市の保健医療部局内に介護保険や地域包括ケアの取組みを含む保健医療政策をある程度一極集

中せざるを得ず、地域包括支援センターも直営タイプ。この他、地域特性として、市内に地域医療の拠

点となる医療機関（市立病院）やアカデミア（市立大学）を有しているため、将来的には、こうした認知症

関連の取組に関しても行政機関との三つ巴による政策展開が期待できる。 

 

２ 取組の概要   

単独で認知症予防もしくは認知症早期支援に特化・限定して設計・展開している事業はないが、か

ねてより様々な認知症施策についても介護予防、地域包括ケアといった取組みともあまり遜色をつけず

展開してきており、こうした取組実績の中から、常に認知症の取組みを地域づくり・共生の取組みの一

環として進めてきた土壌が育まれている。 

取組展開としては、市立病院との協力の下、平成 26 年度に「もの忘れ目安リスト」を作成し 65 歳以上

の被保険者全員に配布（介護保険料通知書・納付書に同封郵送）するなど、多岐に渡る認知症関連事

業の一部として取り組んできている。 

 

３ 取組の背景・変遷   

〇認知症施策について言えば、国が認知症施策推進 5 カ年計画を打ち出す以前から、認知症サポー

ター養成、認知症地域支援推進員配置、市立病院での認知症サポート医の嘱託などを進めてきたり、

民間企業（製薬会社）の協力により認知症サポート医、地域包括支援センター職員、介護支援専門員、

調剤薬局薬剤師等で構成された連絡会（学習会）を設置するなど多職種連携の取組も早期より実施

している。 

〇その後も、国の戦略提示（オレンジプラン～新オレンジプラン）の動向も見据えながら、認知症サポー

ターの会の設立及びステップアップ講座開催や、認知症サポーターの会と民間介護事業所とのコラボ

による認知症カフェの設置、徘徊模擬訓練の継続実施、多くの関係者（医療介護専門職、地域住民

等）の意見を踏まえた認知症ケアパスの改定と全戸配布など、こうした地域共生型認知症施策を更に

進める。 
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４ 取組のポイント・工夫   

限られた地域資源を有効活用する一方で、適宜、地域エリア外からも必要なノウハウを輸入し、イベ

ントやセミナー等により専門職のみならず地域住民への教育・周知も行うなど、厳しい環境の中でも総

合的な施策展開が戦略的に行われてきている。 

 

５ 取組の効果   

いわゆる検証事業として実施されたものではないことから、受診向上、悪化防止などのエビデンス把

握までには至っていない。 

 

６ 考察・課題   

こうした認知症特化の取組を進める一方で、最近では、フレイル予防に関する講演会や市民講座の

開催（認知症サポーター対象となる予定）、医療介護連携情報共有 ICT の構築検討、産学官連携関連

のイベント開催、保健医療福祉に携わる専門職に対するリカレント教育の実施など、地域包括ケアや地

方創生を意識した総合的な施策展開に関する取組みが実施または計画されており、将来的には、こう

した取組の延長線上で認知症予防もしくは認知症早期支援に関する取組が展開されることにも期待が

できる。 
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2-5-2   北海道地方  G 市                                                                

１ 自治体基礎情報   

 

人口 21～25 万人 

高齢化率 31～35％ 

地理的にも約 700 ㎢と広域にまたがる地域であることから、市の介護保険担当部局を中核拠点とし、

介護予防・生活支援や認知症施策といった地域包括ケアに関する取組みのうち介護・福祉系統の事業

については、基本的に市内 10 か所の「地域包括支援センター」（全て委託形式）との重層構造をベース

に施策展開を行っている。 

なお、地域包括ケアに関する取組みのうち医療系統の事業については、市医師会に設置された「在

宅医療・介護連携センター」や、指定機関として市内の医療機関に設けられている「認知症疾患医療セ

ンター」との関係性を重視しながら取り組んでいる。 

あわせて、市の高齢者介護・地域包括ケア関連の行政施策の運用については 3 年毎に作成される

「介護保険事業計画」による進捗管理を強く意識しており、本体の事業計画策定員会とは別に、「地域

包括支援センター」、「介護予防」、「生活支援」、「認知症初期集中支援」等の事業別の検討部会を構

築しており、それぞれの事業特性に沿った施策展開を行っている。 

 

２ 取組の概要   

単独で認知症予防もしくは認知症早期支援に特化・限定して設計・展開している事業はないが、か

ねてより一般の高齢者向けの事業として取り組んできている「高齢者見守りネットワーク事業」と、介護予

防の取組の一環として実施してきている「軽度認知障害（MCI）スクリーニング事業」については、市行政

側においても、事業実践を通じながら認知症予防もしくは早期支援に資する取組としても一定の成果が

得られるのではないかということを、徐々に意識し出してきており、今後、こうした実践検証を踏まえた上

での事業の充実化も期待される。 

 

３ 取組の背景・変遷   

「軽度認知障害（MCI）スクリーニング事業」については、元々は民間企業からの売り込みが機であっ

たが、健康への意識が低い地域事情から，軽度認知障害（MCI）の早期把握を通じ、自身の健康管理

に関心をもってもらい，認知症の早期発見や介護予防・認知症予防活動への参加促進、認知症の正し

い知識の普及啓発を図るために平成 29 年度より開始。 
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４ 取組のポイント・工夫   

認知症を原因とする要介護認定を受けていない 65 歳以上の市民を対象に、これまで毎年 500 人前

後に対して、「コールセンター方式（検査希望者が市指定のコールセンターに電話し検査を受ける方

式）」及び「対面式（検査希望者に対し地域包括支援センター職員等がタブレットを用いて直接実施す

る方式）」により展開してきている。 

 

５ 取組の効果   

毎年度受検し，自身の認知機能を確認する方や MCI の疑い段階で医療機関等に早期に相談され

る方もおり，一定の事業効果はあると考えている。 

 

６ 考察・課題   

こうした取組の深化を目論む一方で、現在の地域包括ケア～介護予防の取組みについては当面の

国の政策方針を見据えながらの取組として、「通いの場」等のいわゆる地域住民も巻き込んでの地域拠

点づくりを進めていくのに、令和元年年度においては、市内 10 か所の地域包括支援センターを起点と

して「認知症カフェ」を集中的・視覚的に推し進めていたり、これまでは無計画であってフォローアップや

利活用策に着目してこなかった「認知症サポーター養成」についても考え方を改め戦略的に展開して

いく意向があることからも、今後、市内の地域特性や格差も意識しながら、認知症の取組みを地域づく

り・共生の取組みの一環としても進めていく総合的な施策展開にも期待ができる。 
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2-6-1  九州地方  H 市                                                                         

１ 自治体基礎情報   

 

人口 26～30 万人 

高齢化率 26～30％ 

地域特性として、認知症に関する相談可能な医療機関が 90 カ所以上あるなど、医療・介護福祉の社

会資源が充実した地域である。さらに、市が自立支援・重度化防止に向けた取組を促進するとともに、

総合的な高齢者福祉施策を展開する等、包括ケアの深化・推進を目指している。 

２ 取組の概要   

認知症予防、早期支援・早期対応を目的に、大学と行政機関が共催し「ものわすれ予防検診」を地

域の高齢者対象に無料で実施し、認知症に関する普及啓発・介護予防事業等との連携も図っている。 

検診内容は、運動機能検査等の身体機能測定、認知機能評価を含めた問診 5 種、嗅覚識別テスト、

絵画テスト、眼球運動計測検査のみならず、非侵襲的な脳機能検査である光トポグラグラフィーも行うな

ど多項目にわたり、年に 5 回実施している。 

また、検査後に認知症ガイドブックを用いた予防の参加促進や相談窓口などの個別対応可能なミニ

レクチャーを実施している。さらに、ポピュレーション・アプローチとして、平成 30 年度より行政機関が主

体となり、「認知症予防講座」を開催している。講座内容は簡易スクリーニング、認知症予防に関する教

育的講座や認知症予防体操を実施し、認知症予防および早期発見に特化した事業展開を行っている。 

 

３ 取組の背景・変遷   

これまで、認知症の初期段階での医療機関を受診するケースが少なく、早期受診を促進するため、

平成 19 年から大学の事業として開始される。 

平成 25 年より市が広報し、検診に必要な会場確保や機器運搬費用を負担し、地域包括支援センタ

ー等の関係機関と連携しながら、フレイルやサルコペニアも含め、MCI も含む・認知機能低下の早期

発見、早期対応を目的として検診を実施している。 

本事業は、「もの忘れ予防検診」と「認知症予防講座」の 2 本柱で実施されており、介護事業との連携

も図っている。 

 

５ 取組の効果   

 無料検診を実施することで、関係機関の連携が円滑となり、受診率の向上に一定の成果が得られて

いる。このような取組みは自身の認知機能の状態を確認し、フレイル予防や MCI 段階での早期対応が

可能となっている。また、元来インテリジェンスが高く、簡易検査ではスクリーニングできないケース等へ

のアプローチも可能になっていると思われる。 
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６ 考察・課題   

 今後、特定検診などの検診結果や、介護予防事業から得られたデータを一元管理していく ICT の活

用が望まれる。また、地域における介護予防活動が主体的かつ継続的に実施されるよう個別機能評価

が標準化され、検診後のデータを活用した効果的な介護予防事業との連携が必要であると思われる。 

 

 

2-6-2  九州地方   I 市                                                                  

１ 自治体基礎情報   

 

人口 50 万人以上 

高齢化率 31～35％ 

 

２ 取組の概要   

認知症予防および早期支援の取組として、認知症の理解・普及啓発活動を主とした事業を展開する

市民任意団体と行政機関が協同で、平成 28 年から市拠点モデルの常設型「認知症カフェ」を開設して

いる。 

同カフェでは、必要に応じて自治体独自の多様な介護予防事業への参加を促し、アプリを活用した

健康づくりの促進、運動士による運動指導の他、講演会等も実施している。同カフェの取組は、「共生」

の実現化を目指す地域拠点となっており、日常的に多世代で活用されている。 

４ 取組のポイント・工夫   

継続的にカフェを運営するため、傾聴ボランティアを養成しており、地域住民を巻き込んだ地域拠点

として運営されている。 

 

５ 取組の効果   

カフェは認知症支援・介護予防センター、認知症コールセンター、地域包括支援センター等が設置

されている公的機関内にあるため、状況に応じた迅速な対応や多職種との連携体制が構築されている。 

 

６ 考察・課題   

傾聴ボランティアの構成メンバーについては、認知症に関心が高い高齢者がメインであり、地域高齢

者の活動の場・居場所づくりとなっているが、若い世代の参加者が少ないことが課題である。そのため、

独自のテキストを用いた若い世代への認知症啓発活動を積極的に実施している。 

このような認知症カフェを常設することで、認知症カフェに対する共通認識を持ち、認知症の人や家

族、ひいては地域住民に「認知症とともに生きていく」という風潮が浸透しやすいと考えられる。 
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2-6-3  九州地方  J 町                                                                    

１ 自治体基礎情報   

 

人口 3 万人以下 

高齢化率 26～30％ 

地域包括支援センターが直営型であるため、地域実情への対応が行政機関と協同し、円滑に展開

できる。 

 

２ 取組の概要   

認知症予防・早期支援に特化した事業としては、企業からの売り込みを機として「脳いきいき事業」を

実施している。「認知症対策」や「地域づくり」を見据え、同県 7 市町村で事業展開されている。手法と

して広報誌での一般公募を行い、地域包括支援センターや行政機関が把握している要支援者を対象

としている。 

また、理学療法士が開発した認知症予防のツール（パズル・カード等）、運動療法を取り入れた認知

機能向上プログラムを提供し、基本チェックリストのリスク者向け「脳いきいき教室」を開催し、半年に 1 回

継続的に個別認知機能評価を行っている。さらに脳機能局在を意識したプログラムと、個別の能力を意

識したアプローチにより発症予防、進行予防に一定の成果が見られている。 

認知症に特化した地域住民ボランティアを育成し、教室運営やサロン活動等、自助互助システムで

の地域住民主体型の地域活動が普及している。 

 

３ 取組の背景・変遷   

高齢化に伴う要介護者の増加が懸念される中、潜在的な認知症の発症増加が課題となり、平成 29

年から市が企業と共同し、認知症予防および早期発見に関する取組みを実施している。 

 

４ 取組のポイント・工夫   

 地域包括支援センター、行政保健師、作業療法士が家族教育や相談、必要に応じて受診同伴など

適宜行い、多職種での早期支援サポート体制が構築されている。 

 

５ 取組の効果   

教室開催時には地域包括支援センター、行政機関も協働しており、参加者の健康状態、認知機能

低下が疑われる場合、迅速に対応するなど初期支援に繋がっている。また、ボランティア自身の身体機

能維持に繋がっており、地域ボランティアを活用することで人的サポートが充実し、受講者の継続参加

率も高まっている。  
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６ 考察・課題   

 地域住民主体の事業であるため、安定した参加率の確保や参加者のモチベーションを維持すること

が必要である。また、本事業の取組を医療機関や介護施設などでの普及啓発が今後の課題であると思

われる。 

 

 

2-6-4  九州地方  K 市                                                                    

１ 自治体基礎情報   

 

人口 3～5 万人 

高齢化率 36～40％ 

人口減少局面にある市で、地域包括ケアを見据えた施策展開を早期から取組み、認知症施策に関

しては、平成 22 年から、医師会・大学医学部・市行政機関が一体となり、施策展開を行っている。現在

は、歯科医師会・薬剤師会・介護事業所なども参画し、認知症フォーラムや認知症啓発活動等、常に

地域づくりの一環として総合的な施策が戦略的に実施されている地域である。 

 

２ 取組の概要   

認知症予防、早期支援に資する取組みとして、平成 27 年より産学官連携による認知症研究の推進

に取組んでいる。本事業は 3 年間を研究期間とし、市民約 1000 人を対象にリストバンド型生体センサ

ーを用いた、日中の活動量や睡眠時間などの「生体データ」を集約し、認知症発症リスクや身体・生活

情報の因果関係の解明を目的としている。本調査を通じて、認知症の疑いのある者は、大学病院で頭

部画像検査等の 2 次検診を無料で実施している。また、包括的 ICT ネットワークを構築し、早期に多

職種での情報共有を図り、地域全体で「みえる化」する試みが展開されている。 

 

３ 取組の背景・変遷   

近年の認知症予防が注目される以前から、医療・介護・福祉多機関が連携し「認知症を考える会」が

発足し、明確な課題意識と認知症施策に関する共通理念が一致している。また、隔年開催される認知

症フォーラムには毎回 1000 人を超える市民が参加するなど、地域住民の認知症に対する意識や関心

が高いことがバックグラウンドにある地域である。 

 

４ 取組のポイント・工夫   

地域包括支援センター、行政保健師、作業療法士が家族教育や相談、必要に応じて受診同伴など

適宜行い、多職種での早期支援サポート体制が構築されている。 
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５ 取組の効果   

認知症に対する地域住民の意識がさらに高まり、早期専門医療機関への受診率向上に寄与してい

る。 

 

６ 考察・課題    

生体リスト事業の結果をもとに、エビデンスに基づいた認知症発症予防、介護予防事業や認知症施

策展開が期待されている。さらに、本事業の成果物である個別指導システムを活用した介入研究事業

の実施も検討し、既存事業への取組みにフィードバックしていく必要がある。 
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2-7-1  東海・北陸地方  L 市                                                                

１ 自治体基礎情報   

 

人口 3～5 万人 

高齢化率 36～40％ 

 

２ 取組の概要   

「1 人暮らしの認知症の方が笑顔で暮らせるまちづくり」を基本とし、地域包括ケアシステム構築への

取り組みを行っている。 

地域づくりの取り組みの中で、結果、認知症の発症が遅れるとの考えで方である。地域を豊かにして

いかないと認知症の予防にはつながらない。地域を豊かにするとは何か。住民が地域の課題を知り、自

分たちの問題として解決しようという意識を醸成すること。住民が我が地域に愛着と誇りを持てるようにな

ることである。地域が豊かになることで、認知症と診断されても、地域のより良い環境で暮らすことで進行

防止につながっていく。 

このような考えのもと、自助、互助、共助、公助の視点で取り組みを行っている。 

 

３ 取り組み背景・変遷  

1 人暮らしの認知症の人を、自宅で人生の最期まで支えることが困難である現状があり、支えるため

には診療体制と共に、地域の介護と生活支援や住民の理解と協力が必要と思い、「地域包括医療・ケ

ア」の仕組みづくりを展開した。 

 主に、人材育成と小規模多機能自治区の育成に取り組んでいる。 

 

４ 取組のポイント・工夫   

地域づくりの中に認知症予防が存在し、支援できるという考えで実践している。 

まず、強化しているのは、互助の取り組みで住民育成である。平成 21 年から実施し、住民だけでなく、

医療職、介護職合わせて講座を実施し、住民からの声で自主団体も出来ている。また、小規模多機能

自治区構想として、各自治区で、地域の課題を共有し、取り組んだ結果を年に 1 回活動報告会で報告

している。さらに自治区の代表者と行政で、地域の課題解決法を探る円卓会議を行い、施策に反映し

ている。 

次に強化したのは、共助として高齢化率が高くなっていくことを見越し、医療と介護の連携やサービ

スの充実を図ってきた。平成 22 年から医療介護のワーキングや本人参加型のケア会議、在宅医療の

充実を目指し訪問看護のサービス等在宅サービスの充足を図ってきた。 
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５ 取り組みの成果 

〇もの忘れ外来では診断だけで終わらず、必ず地域包括支援センターにつなぎ、相談窓口として安心

できるための、顔と顔の見る関係づくりのための仕組みを作った。 

〇お寺の機能を活用し、住職が自宅へ行ったときに、「いつもと違う」と早めに気づき、相談につながる

仕組みや駆け込み寺のように相談できる仕組み。 

〇住民と共に小規模多機能自治区育成を行ったことで、住民が地域の歴史と文化に誇りを持ち、住民

同士の繋がりができたことで、移住者が移住者を呼び定住している。 

 

６ 考察・課題 

専門職だけでなく、地域の様々な資源を巻きこむことで、認知症のことを理解し、支える人材として捉

えていること。行政だけでなく、住民と共に目指す姿、理念を共有し取り組んでいることを考えると、ぶれ

ない強いリーダーシップが必要ではないか。また、そのリーダーの次世代育成も今後必要と感じた。 
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2-7-2  東海・北陸地方   M 市                                                             

 

１ 自治体基礎情報   

 

人口 3～5 万人 

高齢化率 31～35％ 

認知症の予防と早期支援に認知症カフェが有効な位置づけになっている市であった。 

 

２ 取組の概要   

この認知症カフェは、当事者、地域住民、医療職、介護職、コーヒーショップや眼鏡屋、葬儀屋の店

員も参加している。専門職がいるので、地域住民は近所の気になる人を早めに相談できる。また、当事

者の声や態度などから地域住民、店員が認知症を理解する場になっている。 

 

３ 取組の背景・変遷   

もの忘れ外来をしている医師が、「もの忘れ外来を実施してきたが、実際患者の生活の様子が見えて

こない」と地域包括支援センターに相談したことをきっかけに、認知症連携連絡会が立ち上がった。認

知症連携連絡会には、医療、介護、市民、法テラスがメンバーとなり実施している。その中のもの忘れ外

来家族会の取り組みから、認知症カフェがスタートした。 

 

４ 取組のポイント・工夫   

支援者の情熱も運営には、大きな影響をもたらしていると感じた。カフェに参加して欲しい人には手

書きのメッセージも添え手紙を出している。受け取った人は、暖かい気持ちになるのは間違いない。そ

の熱意が人を呼び、大きな力になり、地域が変わっていったのだと思う。 

 人と人のつながりが認知症カフェを通してでき、認知症の理解、当事者が発言できるまでに至ったよう

に思う。 

 

５ 取組の効果   

ここに参加していた当事者から、「カフェの場は認知症の予防のための場になっている」「早くに認知

症と分かって、自分で気を付けることが大事」「認知症を隠さない。隠して閉じ込めておくとおかしくなり

症状がすすんでしまう」などの声を聞いた。 

支援者からは、ご本人がこの考えに至るまでには、認知症を認められない時期もあったそうだが、カフ

ェを通して支援者や地域住民が変わることなくかかわり、気持ちが変わっていったとのことであった。 

 

 

- 25 -



６ 考察・課題   

（2-7-1、2-7-2 の 2 自治体をまとめて） 

  2 つの市の取り組みを通して、ICF の「参加」の考えから、人と人との新たなつながりができ、そのつな

がりが地域を変えていく。そのことが人への関心、地域への関心につながり、認知症の予防と早期支援

の取り組みがあるのではないかと考える。 
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Ⅲ アンケート調査 

認知症の予防及び早期支援のための効果的な取組の実施状況調査 

 

1．調査概要 

 ⑴ 調査目的 

認知症に対する予防及び早期支援は喫緊の課題となっている。そこで全国の自治体における

取組の実施状況について主要な取組の実施状況や課題、今後の展望について確認し、今後の認

知症施策推進に向けた基礎資料とすることを目的とする。 

 ⑵ 調査対象 

      全国市区町村 認知症施策所管課（悉皆） 

 ⑶ 調査期間 

      令和 2 年 1 月 30 日（木） ～ 2 月 21 日（金） 

 ⑷ 調査方法 

      質問紙調査（回収方法：WEB サイト、Email、FAX） 

 ⑸ 調査項目 

      Ⅰ 自治体の基礎情報 

      Ⅱ 介護予防事業について 

         1 平成 30 年度に実施に実施している取組 

         2 認知症の予防を含めた取組 

         3 平成 30 年度の実績 

      Ⅲ 認知症に特化した予防事業について 

         1 平成 30 年度に実施した認知症に特化した予防事業 

         2 参加者の評判が良いと感じられる取組について 

         3 平成 30 年度における取組の実績について 

      Ⅳ 認知症の早期支援について 

         1 認知症の本人・家族に対する早期支援の取組 

         2 早期支援の取組のうち、最も成果・効果を感じている取組とその内容 

         3 早期支援の取組のうち、最も課題を感じている取組とその内容 

 ⑹ 回収状況について 

      785 自治体 （回答率 45.1%） 
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2．調査結果 

 

Ⅰ 自治体の基礎情報 

令和元年 10 月 1 日時点（もしくはこれに近い時点）における自治体の基礎情報を確認したところ、人

口の平均は 99,186.6 人であった。ただし標準偏差が 249,303.3 と大変大きいことから、回答のあった 785

自治体のうち人口規模が未回答であった 2 件を除く 783 件について、 人口規模を「1 万人未満」、「1 万

人以上 3 万人未満」、「3 万人以上 5 万人未満」、「5 万人以上 10 万人未満」、「10 万人以上 30 万人未

満」、「30 万人以上」の 6 グループに分け、自治体規模別に基礎情報をまとめる。なお、最小値、最大値

から自治体が推測できる可能性があることから、下記には平均と標準偏差のみ掲載する。 

 

自治体基礎情報（令和元年 10 月 1 日もしくはそれに近い時点） 

＜人口＞ 

 回答数 平均 標準偏差 

１万人未満 169 5,350.3 2,652.0 

1 万人以上 3 万人未満 191 19,336.9 5,663.0 

3 万人以上 5 万人未満 112 38,644.2 5,918.1 

5 万人以上 10 万人未満 137 70,966.9 14,075.1 

10 万人以上 30 万人未満 122 164,823.2 55,202.0 

30 万人以上 52 750.027.3 668,682.2 

＜65 歳以上人口の割合＞ 

 回答数 平均 標準偏差 

１万人未満 169 39.6 6.1 

1 万人以上 3 万人未満 191 35.0 5.4 

3 万人以上 5 万人未満 111 31.7 5.6 

5 万人以上 10 万人未満 137 29.2 5.2 

10 万人以上 30 万人未満 121 27.7 4.2 

30 万人以上 52 26.3 3.3 

＜認知症地域支援推進員数＞ 

 回答数 平均 標準偏差 

１万人未満 169 2.1 1.5 

1 万人以上 3 万人未満 190 2.9 2.2 

3 万人以上 5 万人未満 112 3.6 2.9 

5 万人以上 10 万人未満 137 4.3 3.2 

10 万人以上 30 万人未満 122 8.3 10.0 

30 万人以上 52 14.5 18.0 
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＜認知症初期集中支援チーム数＞ 

 回答数 平均 標準偏差 

１万人未満 169 1.1 0.6 

1 万人以上 3 万人未満 190 1.1 0.3 

3 万人以上 5 万人未満 112 1.2 0.7 

5 万人以上 10 万人未満 136 1.4 1.0 

10 万人以上 30 万人未満 121 2.0 2.3 

30 万人以上 52 6.1 7.7 

＜認知症初期集中支援チーム員数＞ 

 回答数 平均 標準偏差 

１万人未満 169 4.3 2.4 

1 万人以上 3 万人未満 189 5.5 3.5 

3 万人以上 5 万人未満 111 6.6 4.4 

5 万人以上 10 万人未満 137 9.1 7.7 

10 万人以上 30 万人未満 122 10.8 9.6 

30 万人以上 52 58.8 73.6 

＜認知症高齢者日常生活自立度Ⅱ以上の者の数＞ 

 回答数 平均 標準偏差 

１万人未満 139 282.5 183.9 

1 万人以上 3 万人未満 159 806.4 437.8 

3 万人以上 5 万人未満 96 1,379.0 466.3 

5 万人以上 10 万人未満 114 2,120.9 851.5 

10 万人以上 30 万人未満 103 4,780.8 2,170.6 

30 万人以上 44 22,791.8 19,243.6 

 

平成 26 年 10 月 1 日時点（もしくはこれに近い時点）における自治体の基礎情報を、平成 30 年度の

人口規模別グループにて確認したところ、以下の通りであった。 

＜人口＞ 

 回答数 平均 標準偏差 

１万人未満 169 6,028.7 3,242.9 

1 万人以上 3 万人未満 189 21,051.0 11,083.6 

3 万人以上 5 万人未満 111 39,520.0 6,999.7 

5 万人以上 10 万人未満 137 72,026.2 14,745.4 

10 万人以上 30 万人未満 121 163,852.5 55,436.7 

30 万人以上 52 699,816.4 662,589.0 
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＜65 歳以上人口の割合＞ 

 回答数 平均 標準偏差 

１万人未満 168 35.7 5.9 

1 万人以上 3 万人未満 188 30.9 4.8 

3 万人以上 5 万人未満 111 27.9 5.0 

5 万人以上 10 万人未満 136 26.1 4.7 

10 万人以上 30 万人未満 120 24.7 3.5 

30 万人以上 52 24.1 2.4 

＜認知症地域支援推進員数＞ 

 回答数 平均 標準偏差 

１万人未満 168 0.3 0.9 

1 万人以上 3 万人未満 186 0.3 0.8 

3 万人以上 5 万人未満 106 0.3 0.7 

5 万人以上 10 万人未満 134 0.6 1.2 

10 万人以上 30 万人未満 120 1.0 2.4 

30 万人以上 48 2.4 4.3 

＜認知症初期集中支援チーム数＞ 

 回答数 平均 標準偏差 

１万人未満 165 0.0 0.2 

1 万人以上 3 万人未満 186 0.0 0.2 

3 万人以上 5 万人未満 105 0.0 0.2 

5 万人以上 10 万人未満 133 0.1 0.3 

10 万人以上 30 万人未満 114 0.1 0.4 

30 万人以上 48 0.2 0.5 

＜認知症初期集中支援チーム員数＞ 

 回答数 平均 標準偏差 

１万人未満 167 0.1 0.9 

1 万人以上 3 万人未満 187 0.2 0.9 

3 万人以上 5 万人未満 106 0.1 0.5 

5 万人以上 10 万人未満 136 0.6 3.2 

10 万人以上 30 万人未満 118 0.4 2.0 

30 万人以上 48 0.9 4.2 

＜認知症高齢者日常生活自立度Ⅱ以上の者の数＞ 

 回答数 平均 標準偏差 

１万人未満 124 278.8 181.7 

1 万人以上 3 万人未満 137 748.0 389.9 

3 万人以上 5 万人未満 84 1,225.5 458.6 

5 万人以上 10 万人未満 95 1,909.4 881.8 

10 万人以上 30 万人未満 94 4,064.2 1,871.9 

30 万人以上 42 17,204.7 13,141.6 
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Ⅱ 介護予防事業について 

 

１．平成 30 年度に実施している取組 

 自治体で実施している介護予防事業（一般介護予防事業で実施している地域介護予防活動支援事

業ならびに地域リハビリテーション活動支援事業）について複数回答で確認をしたところ、最も多かった

のは「運動」で 708 か所（90.2％）、続いて「社会交流」（363 か所、46.2％）であった。 

平成 30 年度に実施した介護予防事業（複数回答） 

                                          *割合は全体（785 件）に対する値 

 回答数 割合(％)* 

検診/健診 55 7.0 

運動 708 90.2 

社会交流 504 64.2 

食事/栄養 363 46.2 

知的作業 210 26.8 

その他 153 19.5 

「その他」の回答の主なもの：口腔機能向上、レクレーション、運動と社会交流、閉じこもり予防、高齢

者見守り、趣味的活動、通いの場活動、など  

 

２．認知症の予防を含めた取組 

①取組のカテゴリー 

   「1．平成 30 年度に実施している取組」で回答した取組のうち、認知症の予防を含めた取組がある場

合、そのうちの 1 つを任意で選んでいただき、カテゴリーについて確認したところ、「その他」を除くと「運

動」が最も多く 131 か所（16.7％）、次いで「社会交流（35 件、4.5％）」であった。 

      認知症の予防を含めた介護予防事業の取組  

 回答数 割合(％) 

検診/健診 3 0.4 

運動 131 16.7 

社会交流 35 4.5 

食事/栄養 3 0.4 

知的作業 17 2.2 

その他 393 50.1 

実施なし 203 25.9 

計 785 100.0 

「その他」の回答の主なもの：運動と社会交流、運動と社会交流と栄養、運動と知的活動等の組み合

わせ、等 
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② ①の取組が始まった年度 

①の取組が始まった年度を確認したところ、早いものでは平成 4 年から開始されたという回答があっ

た。また、開始年度が最も多かったのは平成 28 年度と平成 29 年度、平成 26～29 年にかけてであり、

認知症施策推進 5 か年計画（オレンジプラン）、認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）の発表

時期と重なる結果であった。 

        取り組みが始まった年度 

 回答数 割合(％) 

平成 15 年度以前 37 4.7 

平成 16 年～20 年度 118 15.0 

平成 21～25 年度 87 11.1 

平成 26 年度 37 4.7 

平成 27 年度 65 8.3 

平成 28 年度 84 10.7 

平成 29 年度 81 10.3 

平成 30 年度 50 6.4 

平成 31 年度/令和元年度 5 0.6 

無回答/欠損* 221 28.2 

計 785 100.0 

＊「無回答/欠損」には取組を行っていない自治体を含む 

③取組が始まった当初の関係者（連携先含む） 

取組が始まった当初の関係者について、連携先を含めて複数回答で求めたところ、行政が最も多く

（481 件）地域包括支援センターが最も多く（405 件）、次いで行政（401 件）、社会福祉協議会（124 件）

であった。 

        取組が始まった当初の関係者（連携先含む） 

 回答数 割合(％) 

行政 481 61.3 

地域包括支援センター 405 51.6 

医師会 16 2.0 

医療機関 73 9.3 

介護保険事業所 59 7.5 

NPO 36 4.6 

社会福祉協議会 124 15.8 

民間企業 88 11.2 

民生委員 59 7.5 

自治会 97 12.4 

保健所 13 1.7 

認知症地域支援推進員 37 4.7 

その他 196 25.0 
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「その他」の回答の主なもの：老人クラブ、ボランティア、大学、在宅支援センター、歯科衛生士、運

動指導員、公民館、認知症介護指導者、認知症予防サポーター、等 

④取組が始まった当初の企画・運営の主担当 

取組が始まった当初の企画・運営の主担当について確認したところ、単独での回答が最も多かった

のは行政で 208 件、続いて地域包括支援センターの 160 件であった。また、複数の回答で最も多かっ

た組み合わせは行政と地域包括支援センターの 34 件であった。 

⑤取組が始まった当初の年度の延べ参加者数 

   取組が始まった当初の年度の延べ参加者数は 1,686.9 人で、標準偏差は 7,470.2 であった。また、

取組の内容や開始時期にかかわらずほぼ同じであった。 

人口規模に応じて平均が異なることから下記にまとめるが、標準偏差が大きいことから、平均は参考

とされたい。 

取り組みが始まった当初の年度の延べ参加者数 

 回答数 平均 標準偏差 

１万人未満 121 524.5 1,201.0 

1 万人以上 3 万人未満 137 723.0 1,467.8 

3 万人以上 5 万人未満 76 1,166.6 3,428.8 

5 万人以上 10 万人未満 97 1,425.6 3,395.9 

10 万人以上 30 万人未満 80 1,794.1 3,344.3 

30 万人以上 33 11,656.9 27,020.7 

 

３．平成 30 年度の実績 

①平成 30 年度における取組 

「２．認知症の予防を含めた取組」に回答のあった 492 件について、平成 30 年度においても継続し

ているかを確認したところ、「同じ内容・名称で継続」しているものが 494 件、「他の事業と合体したり、

名称変更するなどしているが、継続している」が 67 件であった。 

    取組の継続 

 回答数 割合(％) 

同じ内容・名称で継続 492 84.6 

他の事業と合体したり名称変更しているが、継続 67 11.5 

継続していない 3 0.5 

その他 20 3.4 

計 582 100.0 

 「その他」の回答の主なもの：事業を継続しているが一部を委託、内容を工夫・改善して継続、内容を変

えて事業を継続、平成 30 年度から開始、等 
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②平成 30 年度における取組の関係者（連携先含む） 

平成 30 年度における取組の関係者について、連携先を含めて複数回答で求めたところ、行政が

最も多く（469 件）、次いで地域包括支援センター（449 件）、社会福祉協議会（165 件）であった。 

        平成 30 年度における取組の関係者（連携先含む） 

 回答数 割合(％) 

行政 469 59.8 

地域包括支援センター 449 57.2 

医師会 21 2.7 

医療機関 87 11.1 

介護保険事業所 80 10.2 

NPO 48 6.1 

社会福祉協議会 165 21.0 

民間企業 108 13.8 

民生委員 79 10.1 

自治会 117 14.9 

保健所 11 1.4 

認知症地域支援推進員 81 10.3 

その他 227 28.9 

「その他」の回答の主なもの：老人クラブ、ボランティア、大学、在宅支援センター、歯科衛生士、運動

指導員、公民館、認知症介護指導者、認知症予防サポーター、等 

③取組の企画・運営の主担当 

取組の関係者のうち、企画・運営の主担当を確認したところ、単独では行政が最も多く、179 か所、

次いで地域包括支援センターの 158 か所であった。また、複数の組み合わせで最も回答の多かった

のは行政と地域包括支援センターで 40 か所であった。 

④平成 30 年度の延べ参加者数 

    平成 30 年度の延べ参加者数の平均は 6,471.7 人で、標準偏差は 41,341.1 であった。また、人口

規模に応じて平均が異なることから下記にまとめる。ただし、標準偏差が大きいことから、平均は参考と

されたい。 

人口規模別、平成 30 年度の延べ参加者数 

 回答数 平均 標準偏差 

１万人未満 121 1,170.1 2,382.2 

1 万人以上 3 万人未満 141 2,402.7 4,838.1 

3 万人以上 5 万人未満 82 4,020.5 11,887.3 

5 万人以上 10 万人未満 99 6,017.5 15,078.0 

10 万人以上 30 万人未満 87 6,038.4 9,850.4 

30 万人以上 37 47,125.8 154,162.3 
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なお、取組のカテゴリーごとの平均と標準偏差をまとめるが、回答数が少ないこと、ならびに標準偏

差が大きいことから参考とされたい。 

  取組のカテゴリーごとの延べ参加者数 

 回答数 平均 標準偏差 

検診/健診 3 2,985.0 4,106.1 

運動 129 2,864.8 5,545.9 

社会交流 33 3,843.3 7,845.1 

食事/栄養 3 808.3 1,001.3 

知的作業 18 3,049.1 6.004.2 

⑤取組を継続している中で感じている効果 

  取組を継続している中で感じている効果について聞いたところ、効果を感じているとの回答が全体

の多くを占めた。特に「地域住民の認知症を含めた介護予防に関する意識が向上した」については

85％が効果を感じているとの回答であった。 

取組を継続している中で感じている効果 

大
変 

そ
う
思
う 

ま
あ 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

そ
う
思
わ
な
い

全
く 

そ
う
思
わ
な
い

5 4 3 2 1 

地域住民の認知症を含めた介護予防に関する

意識が向上した 145 349 80 5 1

地域住民同士の支えあいのネットワークができた
127 261 163 24 5

専門職の介護予防に関する意識が向上した 85 296 178 16 5

連携先同士のネットワークができた 82 262 200 29 5
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⑥取組を継続している中で感じている課題 

取組を継続している中で感じている課題を確認したところ、「参加者がいつも同じ」について「大変そ

う思う」、「まあそう思う」を合わせると 60％を超えた。 

取組を継続している中で感じている課題 

大
変 

そ
う
思
う 

ま
あ 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

そ
う
思
わ
な
い 

全
く 

そ
う
思
わ
な
い 

5 4 3 2 1 

参加者がいつも同じである 113 242 134 58 32

参加者が少ない/減少している 73 151 174 120 60

関係者の協力が得にくい/得にくくなってきた 11 43 171 239 115

事業の予算が足りない 13 39 205 211 111
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Ⅲ 認知症に特化した予防事業について 

 

１．平成 30 年度に実施した認知症に特化した介護予防事業 

 平成 30 年度に自治体で実施した介護予防事業（一般介護予防事業で実施している地域介護予防活

動支援事業ならびに地域リハビリテーション活動支援事業）において、認知症に特化した取組について

複数回答で確認をしたところ、最も多かったのは「その他」で、「運動」で 135 か所（17.2％）、続いて「社会

交流」（127 か所、16.2％）であった。 

平成 30 年度に実施した認知症に特化した予防事業（複数回答） 

 回答数 割合(％) 

検診/健診 28 3.6 

運動 135 17.2 

社会交流 127 16.2 

食事/栄養 46 5.9 

知的作業 99 12.6 

その他 228 29.0 

「その他」として挙げられた主なもの：運動と知的作業、運動と社会交流、音楽、軽運動や交流、口腔

ケア、調理と会食、レクリエーション、等 

 

２．参加者の評判が良いと感じられる取組について 

①取組の名称 

取組の名称を確認したところ、「もの忘れ健診」、「認知症予防講座/教室」、「脳の健康教室/脳いき

いき教室」、「いきいき体操」等、脳や体の健康に関する名称を付けているところが多かった。また、内

容としては運動系が多く、ほかに知的作業、脳トレ、音楽療法等といった活動が多かった。 

② ①の取組が始まった年度 

①の取組が始まった年度を確認したところ、平成 29 年度に始まった取組が 48 件、30 年度に始まっ

た取組が 41 件であった。 
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      取り組みが始まった年度 

 回答数 割合(％) 

平成 15 年度まで ３ 0.4 

平成 16 年～20 年度 37 4.7 

平成 21～25 年度 62 7.9 

平成 26 年度 22 2.8 

平成 27 年度 26 3.3 

平成 28 年度 29 3.7 

平成 29 年度 48 6.1 

平成 30 年度 41 5.2 

平成 31 年度/令和元年度 2 0.3 

無回答/欠損* 515 65.6 

計 785 100.0 

＊「無回答/欠損」には取組を行っていない自治体を含む 

③取組が始まった当初の関係者（連携先含む） 

取組が始まった当初の関係者について、連携先を含めて複数回答で求めたところ、行政が最も多く

（217 件）、次いで地域包括支援センター（179 件）、認知症地域支援推進員（49 件）であった。 

        取組が始まった当初の関係者（連携先含む） 

 回答数 割合(％) 

行政 217 27.7 

地域包括支援センター 179 22.8 

医師会 19 2.4 

医療機関 31 4.0 

介護保険事業所 17 2.2 

NPO 21 2.7 

社会福祉協議会 45 5.7 

民間企業 51 6.5 

民生委員 20 2.6 

自治会 22 2.8 

保健所 6 0.8 

認知症地域支援推進員 49 6.2 

その他 93 11.9 

「その他」として挙げられた主なもの：認知症疾患医療センター、薬剤師、小学校・高等学校、シルバ

ー人材センター、保健推進員、ボランティア団体、認知症予防サポーター、キャラバンメイト、地域住民、

大学、等 
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④取組の企画・運営の主担当 

取組の主担当として最も多かったのは行政（95 件）で、続いて地域包括支援センター（68 件）、であ

った。また、複数の組み合わせで最も回答の多かったのは行政と地域包括支援センターで 20 件であ

った。 

⑤取組が始まった当初の年度の延べ参加者数 

取組が始まった当初の年度の延べ参加者の平均は 522.2 人で、標準偏差が 1,257.6 であった。な

お、人口規模に応じて平均が異なることから下記にまとめるが、標準偏差が大きいことから、平均は参

考とされたい。 

取り組みが始まった当初の年度の延べ参加者数 

 回答数 平均 標準偏差 

１万人未満 51 317.4 438.7 

1 万人以上 3 万人未満 61 204.8 238.3 

3 万人以上 5 万人未満 39 366.1 513.3 

5 万人以上 10 万人未満 51 423.2 710.3 

10 万人以上 30 万人未満 50 974.8 1,947.0 

30 万人以上 10 2,306.8 3,775.2 

 

３．平成 30 年度における取組の実績について 

①平成 30 年度における取組の関係者（連携先含む） 

平成 30 年度における取組の関係者について、連携先を含めて複数回答で聞いたところ、行政が最

も多く（217 件）、次いで地域包括支援センター（179 件）、認知症地域支援推進員（49 件）であった。 

        平成 30 年度における取組の関係者（連携先含む） 

 回答数 割合(％) 

行政 184 23.4 

地域包括支援センター 157 20.0 

医師会 14 1.8 

医療機関 35 4.5 

介護保険事業所 21 2.7 

NPO 26 3.3 

社会福祉協議会 50 6.4 

民間企業 49 6.2 

民生委員 21 2.7 

自治会 18 2.3 

保健所 2 0.3 

認知症地域支援推進員 47 6.0 

その他 87 11.1 

「その他」の回答の主なもの：認知症疾患医療センター、研究機関、ボランティア、大学、認知症キャラ

バンメイト、歯科衛生士、老人クラブ、認知症予防サポーター、等 
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②取組の関係者における企画・運営の主担当 

取組の関係者のうち、企画・運営の主担当を確認したところ、単独では行政が最も多く、75 か所、

次いで地域包括支援センターの 51 か所であった。また、複数の組み合わせで最も回答の多かったの

は行政と地域包括支援センターで 17 件であった。 

③平成 30 年度の延べ参加者数 

取組が始まった当初の年度の延べ参加者の平均は 1,152.7 人であった。ただし、標準偏差が

3,5780.0 であり、自治体ならびに取組によって延べ参加者数の幅が大きかった。なお、人口規模に

応じて平均が異なることから下記にまとめるが、標準偏差が大きいことから、平均は参考とされたい。 

取り組みが始まった当初の年度の延べ参加者数 

 回答数 平均 標準偏差 

１万人未満 44 634.8 1,358.6 

1 万人以上 3 万人未満 50 403.1 749.1 

3 万人以上 5 万人未満 34 1,224.2 3,318.6 

5 万人以上 10 万人未満 44 771.8 1,416.5 

10 万人以上 30 万人未満 47 1,499.0 2,303.0 

30 万人以上 10 6,999.5 13,906.0 

④取組を継続している中で感じている効果 

取組を継続している中で感じている効果について聞いたところ、「地域住民の認知症を含めた介護

予防に関する意識が向上した」については約 90％が、それ以外の項目については約 55～60％が「大

変そう思う」、「まあそう思う」と回答した。 

取組を継続している中で感じている効果 

大
変 

そ
う
思
う 

ま
あ 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

そ
う
思
わ
な
い 

全
く 

そ
う
思
わ
な
い 

5 4 3 2 1 

地域住民の認知症を含めた介護予防に関する

意識が向上した 
59 184 31 0 2

地域住民同士の支えあいのネットワークができた
37 119 93 19 8

専門職の介護予防に関する意識が向上した 30 138 93 10 5

連携先同士のネットワークができた 31 125 93 20 4
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⑤取組を継続している中で感じている課題 

取組を継続している中で感じている課題を確認したところ、「参加者がいつも同じ」については約

50％が、「参加者が少ない/減少している」には 40％弱が「大変そう思う」、「まあそう思う」と回答した。 

 

取組を継続している中で感じている課題 

大
変 

そ
う
思
う 

ま
あ 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

そ
う
思
わ
な
い 

全
く 

そ
う
思
わ
な
い 

5 4 3 2 1 

参加者がいつも同じである 39 99 69 41 27

参加者が少ない/減少している 35 70 75 60 35

関係者の協力が得にくい/得にくくなってきた 6 26 80 95 68

事業の予算が足りない 8 13 96 93 65
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Ⅳ 認知症の早期支援について 

 

１．認知症のご本人、家族に対する早期支援の取組 

現在実施しているものについての効果を聞いたところ、取組の回答数が最も多かったのは認知症初期

集中支援チームで 746 件、次いで認知症カフェ、高齢者見守りネットワークであった。 

現在実施している早期支援の取組の効果 
 

回
答
数 

大
変 

そ
う
思
う 

ま
あ 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

あ
ま
り 

そ
う
思
わ
な
い 

全
く 

そ
う
思
わ
な
い 

5 4 3 2 1 

認知症初期集中支援チーム 746 127 346 199 51 23

認知症カフェ 655 115 344 174 21 1

家族会/家族教室 332 53 185 82 11 1

高齢者見守りネットワーク 540 85 283 152 18 2

認知症のご本人の就労（継続）支援 27 1 2 15 2 7

家族の就労（継続）支援 39 2 6 14 8 9

認知症にやさしい図書館、講演会等、情

報提供の場 
256 54 137 54 6 5

傾聴ボランティア等による訪問 81 16 32 22 5 6
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２．早期支援の取組のうち、最も成果・効果を感じている取組とその内容 

  成果・効果を感じている早期支援の取組として選択されたものについて、具体的な内容の回答を得た。

以下、主な回答を抜粋して掲載する。（全回答一覧は巻末 61 ページ以降に収載） 

 

【認知症初期集中支援チーム】 

 認知症サポート医の配置によって、医学的助言を頂くことができ、医療機関との連携が取りやすい。

特に独居でキーパーソン不在のケースは、情報収集や対象者との関係づくりのため、初期の段階

で集中的に関わる必要があり、専任チーム員の配置は効果を感じる。 

 チーム員医師 3 名が参加する定期的なチーム員会議でケース検討をするほか、チーム員医師の協

力を得て適時のチーム員会議を開催している。これにより、さらに迅速な集中的支援が可能となる

体制となった。これにより、本人・家族等支援への質の向上に寄与することが期待できる。 

 認知症の未診断者や治療中断者、介護サービスに結び付きにくい方へのアプローチについて専門

医を含めた医療チームと福祉系の専門職が、定期的にカンファレンスの機会を持ち、支援期間が

限定されているため集中的に対象者へ対応し、治療やサービスにつなぐ手がかりを発見できている。

チームでかかわる対象事例は多くはないが、地域包括支援センター職員がチームの対象事例を参

考に日常業務に応用し対応する力がついてきている。 

 認知症疾患医療センターと連携することで、チーム員を中心に認知症の人やその家族に対して早

期に対応し支援している。 

 家族からの相談で支援につながるケースが増えている 

 市立病院の医師、看護師、作業療法士、地域包括支援センターの介護福祉士の専門職でチーム

を構成し、認知症の早期発見、早期対応、認知症の方の自立した生活の支援を目指して、状況に

応じ、病院受診や介護サービス利用、家族の負担軽減などの支援をおこなっている。 

 認知症初期集中支援チームが関わったことにより、専門医受診や介護サービスに繋がった他、本

人支援のみならず、家族支援にも効果がみられた。 

 包括支援センターだけでなく、多職種多機関にて関わることで病院受診や介護保険申請につなが

っている。サポート医として、医師の助言を受けることでチーム員が認知症の様々な症状や今後予

測される症状などについて知識を得る機会となっている。 

 当初のチーム員構成から必要最小人数にチーム員編成を行ったことにより、チーム員会議で活発

な意見交換ができるようになった。チーム員それぞれの役割分担も明確になり、設定した目標達成

に向けてチームでかかわることができ、医療やサービスに繋げていくことができている。 

 認知症疾患医療センターと連携を図れることで受診に繋ぎ、受診及び入院後の対応を見据えた支

援に繋がる。ただし、対象者の選定が困難であり、年間 1～2 件程度にとどまっている。 

 認知症の専門機関との連携がとりやすく、スムーズに医療機関への受診なぐことができる 

 委託先の地域包括支援センターが認知症サポート医へ相談する機会が増え、早期受診や治療に

つながった。 
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 専門職の介入によって、身体状況や生活について総合的にアセスメントでき、課題が整理されやす

くなっている。介入により受診につなげるためのヒントが得られたり、診察時の情報伝達がスムーズ

になっているほか、すぐに受診につながらない場合では、往診など他の支援方法を検討しながら支

援していくことができるようになった。 

 地域包括支援センターで把握した認知症初期の方や対応困難な方への支援をチームに依頼。支

援チームで依頼内容に合わせ、認知症の有無の判断や受診支援、家族に対して認知症の対応の

仕方をお伝えするなどの支援をしている。初期の時点での対応を変えることで、BPSD の軽減にもつ

ながり、本人だけでなく、介護者の負担も軽減している。 

 専門医と顔の見える関係となり、認知症相談や受診相談がしやすくなった 活動の一つである普

及・啓発から、少しずつ認知症相談窓口の周知が出来、相談件数も増えてきている 

 認知症専門医や精神保健福祉士等からなる認知症初期集中支援チームの介入により、医療受診

や専門的知見により他機関との連携が円滑に行うことができる 

 認知症の疑いがあるが必要な医療、介護サービスに結びつかない方、認知症状により対応に困っ

ている方などを対象とし、認知症初期集中支援事業を実施しており、導入により、認知症疾患医療

センターやかかりつけ医、地域包括支援センター、介護サービス事業所等と連携して、状態に応じ

た適切な支援に繋いでいくことができた 

 早期発見、早期治療に繋げるため家族、地域住民、民生委員、関係機関と連携し取り組んでいる。

また、困難事例に関しても早期に介入し、病院受診、介護保険サービス等に繋げ対応している。 

 複数の専門職が迅速に介入することで、医療やサービスにつながり、問題解決や状況の改善を図

ることが出来る。 

 チーム員会議等で対象者の今後考えられる問題等を踏まえ、対応先を考えられる。 

 直営、委託の包括で一つのチームとして活動。皆で相談の事例を協議し対応するため、チームで

動くという意識付けになっている。初期件数が上がる、早期に対応できる、というよりはスタッフの意

識向上、対応の向上に繋がった。 

 チームの関わりによって認知症の進行が遅れたり（介入後の BPSD 低下）、介護者の負担が軽減さ

れたりした事例がある。またチームの関わりにより早期診断、早期サービス導入につながり、在宅生

活の継続につながっている。 

 介護サービスの介入や受診につながったケースが多い。意欲が低下し、抑うつ傾向になっていた方

の家庭での役割の見出しや介護サービス等につなげ、前向きな生活へ向けての支援ができた。 

 認知症が疑われる段階または認知症の初期段階で早期に関わることで、事前予防的な取組やケア

の体制を整えることが可能になる。 

 医療介護サービスにつながっていない等のケースについて、チーム員会議を経ることにより、必要

なアセスメントが適切に行われるようになった。 
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【認知症カフェ】 

 認知症カフェへの参加がきっかけとなり、ご本人の地域での見守りにつながっていることから、認知

症の本人、家族に対する早期支援の取組として、認知症カフェが最も効果があると感じている。 

 認知症のことを理解されていないご家族や、認知症初期の方の不安を軽減することができる場にな

っている。 

 外出の機会が減少している高齢者が送迎することで気軽に社会参加できる。情報の交換ができる。

運動の習慣ができ、自宅でもしていると参加者の声が多い。 

 認知症のご本人や家族、認知症予防に関心のある人を対象に実施。毎回、認知症予防プログラム

と医師のミニ講話、希望者には個別相談を実施している。そのほかにも平日来られない人向けに土

曜日に開催したり、講演会や音楽交流会のイベントを実施している。 

 仲間と参加される中で、会話の中でのちょっとした気づきが、支援につながると考えている。 

 認知症の人や家族の心理的負担へのサポートや認知症理解の促進につながっている。 

 市内のスーパーを会場に脳トレやもの忘れ相談を実施。認知症に関わりにくい人が、気軽に参加し

やすくすることで、早期支援につながりやすい 

 認知症カフェは運営する主体によって開催方法は様々であるが、認知症本人や家族の話のなかか

ら早期に相談に繋がるケースもある。 

 介護保険サービス利用に抵抗のある方でも気軽に認知症カフェに参加することができる。 

 各地区お茶のみ会の開催：地区公民館において住民主催のお茶のみ会を月１回実施。年１回は社

協・民生委員・ボランティアと合同開催している。身近な場所で関係者が集まることで参加しやすい

雰囲気がある。認知症に特化しておらず、６５歳以上の参加希望者が参加できる。 

 主に認知症の方を介護してみえるご家族の集う場として、2 か月に 1 回実施。認知症の人と家族の

会世話人の方にもご参加いただいている。ご家族の思いを話す場、交流の場、情報交換の場等と

なっている。 

 地域包括支援センターや民間事業者が実施しており、認知症の方や家族、地域の方が顔を合わせ

ることで「地域のご近所さん」つながりができる。認知症の方に限定していないので、認知症＝特別

なことではない、という意識を持つ効果も期待している。 

 町内の主任ケアマネジャー、認知症看護認定看護師、事務局を担う社会福祉協議会と、後方支援

を担う地域包括支援センターで、認知症カフェ実行委員会を作り、運営している。 

 普段自宅に引きこもりがちな認知症の方や高齢者の方が、気軽に立ち寄れて集える場となっている。

また、介護疲れや悩みがある認知症のご家族の方からの相談も受け付けている。地域の方々が中

心となって認知症カフェの企画・運営をしているため、地域全体で認知症の方を見守る体制ができ

つつあると感じている。 

 地域住民が主体となり認知症カフェを開催。認知症の人との関わりを通して理解や支援に繋がって

いる。また、認知症だけでなく、地域の高齢者を支える地域づくりにもつながっている。 

- 45 -



 認知症カフェに参加することでご本人がデイサービス利用等に繋がった（ご本人は外で他者と交流

することに拒否が少なくなり、家族もご本人の外での様子を知ることができ安心できた） 

 地域包括支援センター、グループホーム、デイサービスでそれぞれ場所を提供して、自由に交流す

る形で認知症カフェを開催している 認知症当事者はじめ認知症が疑われる方の家族や在宅で介

護している家族も参加し、認知症に対する意見交換や交流が行われている 

 地域のバリアフリー的な交流の場として、定期開催から利用人数も増加している。保健師、ケアマネ

などの専門職が常時いることで相談しやすい場となっている。認知症の方の支援理解の場としても、

周囲の方が当人を連れてきて、交流を図りながら、介護申請など適切な支援に繋げる場としても、

理解が進んでいる。 

 認知症カフェは、包括と認知症地域支援推進員がスタッフとなって開催している。村内の介護事業

所の管理者に推進員になってもらい、事業所のある地区でも開催している。毎回カフェの内容を全

戸配布し、訪問もして声かけしているが、年々参加者が増えている。令和元年度は 4 回実施。30 人

以上の参加となっている。 

 市の委託により 4 か所で開催されている。4 か所それぞれ違った特色もあり、すべてに参加される方

もあり、専門職も配置されており。参加者は相談もでき、認知症カフェを頼りにしている人もおられる。

気軽に集える場、参加者同士がつながりを持てる場として効果を感じている。 

 介護サービスにつながる前に専門職や地域とつながることができ、認知症が進行した後の対応がス

ムーズになっている。 

 認知症講演会と一緒に認知症カフェを開催し、認知症とどのように付き合っていくか等、お茶を飲

みながらゆっくり談話することのできる場を提供でき、参加者同士のネットワーク形成などに寄与出

来たものと考える。 
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【家族会/家族交流会】 

 孤独となりがちな介護者同士のストレス発散や介護の情報交換（施設やデイサービスの情報、排せ

つケアの仕方など）の場となっている。例として、平成 23 年度立ち上げ時、認知症の家族に対する

否定的な言葉や介護の辛さを訴えていた介護者が、笑顔で自らの体験を他者に語れるようになっ

たことが挙げられる。 

 一般住民が参加しているため認知症の普及啓発に効果的と感じている 

 家族・本人対象。30 分程度の講話や体験＋60 分程度の交流会。隔月開催。家族交流会に認知症

の本人も参加することが増えてきている。民間団体が開催する交流会と連携して個別支援につなげ

ることができている。 

 認知症の家族への支援のため、月 1 回程度開催 認知症の介護に必要な知識や適切なサービス

を身に付けてもらうための講義と参加者同士の交流を通して、不安や介護負担を軽減するための交

流会を実施 間口を広げ参加者を募ることで、認知症の介護者だけでなく、まだ認知症との関わり

がない人にも参加していただき、認知症について学ぶ機会として提供できている 

 認知症のご家族を介護している方、又は過去に介護していた方が、2 か月に 1 回の頻度で集まり、

活動や座談を通して、お互いの思いを共有し、情報の共有や介護負担感の軽減、家族同士のネッ

トワークを作ることを目的とした取組である。 

 月に１回認知症家族介護者交流会と年に 3 回介護者交流会を実施。認知症家族介護者交流会は、

人数の大幅な減もなく、継続的に開催できている。家族交流会は包括が主な担当であり、町内の施

設紹介などを行っている。 

 2 ヶ月に 1 回の頻度で家族会を実施。認知症介護者同士の情報交換や悩みについてアドバイスし

合うなど、精神的負担軽減につながっている。 

 介護者の方から 同じ思いをしている人同士で集まる場が欲しい と要望があり、平成 30 年度より、

年 4 回介護者のつどい 介護者同士の交流・勉強会 を開催。参加者数は、毎回 10 人前後であり

少数ではあるものの、参加者からの感想は良く、続けて参加したいとの意向が多い。今後も継続す

る予定。 

 認知症のご家族を介護している方、または過去に介護していた方が、2 ヶ月に 1 回の頻度で集まり、

活動や座談を通して、お互いの思いを共有し、情報の共有や介護負担感の軽減、家族同士のネッ

トワークを作ることを目的とした取組である。 
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【高齢者見守りネットワーク】 

 地域の長、民生委員、警察、消防、社協、包括、行政などが地域情報を共有し、地域で気にかける

必要がある方がいた場合、なんらかの支援へつなげることができる。 

 民生委員との連携において、情報交換を行うことで、認知症の疑いがある住民の方へ、早期に介入

することができ、医療や介護の調整を早い段階で行うことができる。 

 多くの人に認知症を理解してもらう機会となっている。 

 高齢者見守りネットワーク：市内の事業者（115 事業所令和 2 年 1 月 31 日現在）と協定し異変のあ

る高齢者や何らかの支援を必要としている高齢者の早期発見に努める。日常業務において気にな

る高齢者や何か異変のある高齢者等を発見した場合、市や警察等の関係機関に連絡する。 

 関係機関との顔の見える関係性づくり・連携を深めることができた。 

 高齢社宅に訪問する方が異変を感じた時、地域包括支援センターに連絡してくれる 

 高齢者見守りネットワークに参加していただいている方々に認知症サポーター養成講座を受講して

いただき、見守りと支援につながっていると思う。 

 見守りネットワークから介護保険サービス利用につながったり、バスを利用して外出される方に対し

ても地域で見守りができる体制となった。 

 チラシや各種研修会、広報などで周知普及を図った。その成果によるものか断言はできないが、近

隣住民や関係者などから行政へ「気になる」「心配だ」といった相談が寄せられるようになってきてい

る。 

 見守りネットワークに新規で登録した場合、最初に居住地区の町内会関係者と本人及び家族が顔

合わせをし、登録後の日常生活での見守りにつなげるようにしている。 

 社会福祉協議会にて独居高齢者や高齢世帯のみの方の訪問を実施しているが、訪問先での対象

者の変化など早期に気づくメリットがあり、早期介入に効果があると感じる 

 新聞配達員やコンビニ店員、銀行員などから気になった高齢者について情報提供いただけるように

なったことで、町や包括での把握につながり早期に必要な社会資源、受診や介護サービスに繋げ

ることができたケースが何件かあった。結果として、疾患等の重症化予防に繋がったケースもあった。 

 認知症に関する公演会や書籍の紹介、まつわる介護機器等の相談会等をオレンジウィークとして、

1 週間程度のイベントとして実施。町民に周知し誰もがなり得る認知への偏見や情報の早期発見に

役立てている。 

 企業等の協力で使途の協定により、業務の範囲内で見守りを行っていただき、異変に気付いた場

合は、通報していただくもの。 
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【認知症にやさしい図書館、講演会等、情報提供の場】 

 市民講演会：認知症予防をテーマとして、市サポート医を講師として招き、開催。定員を上回る参加

希望あり。認知症及び予防に対する、市民の関心の高さを実感 

 認知症サポーター養成講座の充実 ①キャラバンメイトの資質向上のために連絡会年 4～5 回開催。

講座内容を充実させ、受講者へさらに深い理解を普及している。②ステップアップ研修 キャラバン

メイト同士の企画で年 1 回実施。近隣の市と認知症地域支援推進員と連携した開催を行い普及が

広がっている。   

 市内図書館と共同で、認知症の普及啓発を行った。普段認知症になじみのない方々にも認知症関

連パンフレットや図書を手に取っていただけた。 

 誰もが認知症に対する正しい知識をもち、認知症を自分ごととして考え、認知症の本人・家族・地域

が一つとなって、認知症になっても住み慣れた地域でよりよく暮らしていけるやさしいまちづくりを目

指すため、官民協働で地域に周知・啓発活動を行っている。 

 当事者や家族からメッセージを発してもらえる講演会の開催や図書館での認知症サポーター養成

講座の開催等により、広く住民の方に認知症やその家族の思いなどを含めて知っていただける機

会をもつことができた。支援者含め市民からの反応も大きいため成果、効果があると考える。 

 市役所や包括支援センター等に相談に行くことに二の足を踏む人たちにとって図書館を活用する

ことで、相談するハードルが下がり支援につながる。 

 認知症の知識と市内の関連する活動の啓発を目的に認知症講演会を開催し、約 100 名の市民の

方から参加いただいた。アンケートでは約 71％の方から「講演会が参考になった」という回答をいた

だいた。 

 令和元年度の取り組みとして、区内地域包括支援センターと協働し、300 名規模の認知症講演会を

開催した。認知症のご本人、家族介護者、医師をゲストとして招致し、それぞれの立場からの講話と

3 者のディスカッションで構成した。参加者からは、「早期に対応する方法、受診の方法、本人の思

いをもっとしりたい」、「病名からその人を見るのではなく、その人自身を見ることが大切であると感じ

た」等の感想が聞かれ、認知症を自分事として捉え、認知症の理解を深める内容を提供できた。 

 認知症サポーター養成講座に、認知症の方のご家族も参加されており、認知症の理解や対応方法

について知る機会となっている。 

 市民の方に認知症について伝えるため、認知症当事者を講師としてお招きし、自身の体験や現在

の活動をお聞きする講演会を開催した。参加者からは、「認知症に対する認識が変わった」「不安が

軽減した」という感想があり、市民の方の認知症に対する理解が深まったと感じている。 
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【傾聴ボランティア等による訪問】 

 ご本人が拒否している場合を除いて多くは好意的に訪問を受け入れていただいている。毎日 1 回

短時間の訪問で顔を合わせることで、ご本人も安心して過ごすことができる、見守りもできることで効

果は高いと感じている。 

 認知症あるいは認知症の疑いのある人に対し、介護保険サービスでは対応できない見守りや話し

相手、趣味活動を有償ボランティアが支援。レスパイト的な介護者支援を主目的にしていたが、ボラ

ンティアが訪問時に介護者への相談に応じることもあるほか、1 対 1 の支援により本人の満足度が

高いものとなっている。また、ボランティアとして支援していただいている住民の人たちの認知症へ

の理解づくりに繋がっている。 

 

 

【その他】 

 民生委員をはじめ、地域住民が認知症を支えていこうという意識が少しずつではあるが定着してき

ている。庁内の他部署から連絡が包括に入ることが多くなった。 

 認知症ケア上級専門士による「もの忘れ相談日」を月 8 日設置。地域包括支援センター（直営）と協

働し来所相談以外にも、電話相談、訪問支援も行う。包括支援センターの総合相談時にも、気にな

ったケースについては専門士につなぐ。認知症初期集中支援チームへ移行する前段階としての早

期相談機能となっている。 

 地域住民や企業など、様々な団体等に認知症サポーター養成講座を開催したことにより、認知症

に関する正しい知識が普及し、家族や近隣住民等が認知症になったので、すぐに施設に入れてほ

しいといった相談が少なくなったと感じる 

 広報などで参加者を募り、医療機関の Dr と協力して、簡易な認知機能の検査を実施。後日、検査

の結果をお渡しし、問題がなかった方へは認知症予防教室等を案内し、ボーダーな方へは本人や

家族へ医療機関等の受診を促す。 

 物忘れ相談会 毎月 1 回、公民館で行う認知症カフェと同時開催。1 相談につき 30 分ご 4 コマで

展開している。認知症疾患医療センターの相談員と認知症地域支援推進員が配置し、家族や当事

者からの相談にあたっている。必要な方には認知症疾患医療センターの初診予約もできるようにな

っている。広報でオレンジカフェ、物忘れ相談会の開催日を掲示したことで、相談者が増加し、毎月、

3 組以上の相談件数がある。 

 令和元年７月から「認知症簡易チェックサイト」を市ホームページ上に設置。認知症チェック後、どの

ような結果でも相談先が表示される。また、同じチェック表を使用し、対面での認知症チェックも実施。

平均 1,000 人/月が認知症チェックを行い、少なからず認知症への関心や気づきを持つ機会に繋

がっていると考えられる。 
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３．早期支援の取組のうち、最も課題を感じている取組とその内容 

  課題を感じている早期支援の取組として選択されたものについて、具体的な内容の回答を得た。以下、

主な回答を抜粋して掲載する。（全回答一覧は巻末 72 ページ以降に収載） 

 

【認知症初期集中支援チーム】 

 認知症初期の本人、家族の抵抗感がまだまだ強くあるためチームの初期介入が課題となっている 

 認知症初期集中支援チームの対象となり得るケースは、すでに認知症が進行し、対応困難となって

いるケースが多く、認知症初期の段階での介入が難しいと感じる。 

 ファーストタッチでの初期対応はできるが、支援困難事例も多く、介入拒否のケースに柔軟に対応

できるチーム体制にはなっていない。 

 町内に医療機関が 1 つしかなく、認知症は専門外なため助言をもらうことしかできない。そのため、

診断をしてもらうためには町外に出る必要があり、それが困難な方の対応が難しい。 

 早期支援にどのくらい効果が上がっているかわかりにくく、チーム員会議自体もこれでよいのか迷う

時がある 

 介護サービスやその他サービスの拒否、物盗られ妄想、暴言・暴力など介入が難しい状況でチーム

に相談があがることが多く、支援機関が長期に渡るため、その間に認知症の症状が進んでしまう。

早期の支援に結びつきにくい。 

 早期発見ができても、本人の否認により、医療機関につながらず、早期診断・早期治療ができない

ケースが多い 

 認知症初期段階の方で、自覚があれば、直接医療機関を受診することができる。初期集中支援事

業の相談は困難ケースが多く、周囲が「すぐに解決してほしい」と考えており、相談者のニーズと初

期集中支援事業の活動がマッチしていないように感じる。 

 対象となる方の把握が十分にできないこと 

 認知症が疑われる方を病院受診につなげることの難しさがあり、専門医の同行訪問ができる体制に

なれば、と思います。 

 認知症の早期発見が難しく、ケースの蓄積ができていない。よって、チーム員などの経験値があが

らない。早期発見できるツール・システムづくりの構築が必要である。 

 認知症と疑われる方が独居で親族とも疎遠の場合、本人が支援を拒否すると、チームが介入するこ

とが難しい。 

 認知症初期集中支援チームにつなげる支援対象者を発掘することやチームにあげるタイミングが難

しく、結びついていない。相談から支援対象者になりうる人に対しての情報をキャッチ、判断する能

力に乏しいため、相談者の面接対応技術の向上及び事業に対しての認識を共有することが再度必

要と思われる。 

 潜在している対象者の把握。支援拒否ケースへの関わりが困難 
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 認知症の早期発見、対応のメリットについて、地域の専門職はもとより、広く周知することが必要。対

象者の状況に応じたタイムリーな支援ができる体制の検討が必要 

 本市は地域包括支援センターと違う機関・法人に認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推

進員業務を委託している。認知症の方に地域包括支援センターがある程度支援をおこなっている

ためか、認知症初期集中支援チームに依頼のあるケースは認知症としては初期ではなく、BPSD 症

状があり、生活状態等が困難なケースであることが多い。 

 本人や家族が、認知症の症状に気が付かなかったり、家族が認知症の相談を躊躇する等の理由か

ら、支援を必要とする方の把握が不十分である 認知症に対する正しい知識の啓発や相談窓口の

周知等、相談しやすい環境づくりが今後の課題である 

 困難事例に関わることが多くなっており、本来の目的である認知症の初期段階での関わりが少ない。 

 認知症の人や家族に対し，地域包括支援センターや認知症地域支援推進員等で早期に対応でき

るようになってきたこともあり、認知症初期集中支援チームの訪問支援対象者数は減少傾向である。

初期集中支援の特性上、生活に困難が現れ支援にもつながりにくいケース等が対象になることも多

い。今後も認知症の早期相談につながるよう、地域包括ケアシステムにおける認知症初期集中支

援チームが効果的に機能するよう取組が必要である。 

 認知症が進行し、生活に支障をきたすことが出てからの相談が多い。 

 認知症初期集中支援チームの活動が地域住民に浸透していないため、認知症本人および家族が

大きな問題や課題を抱えてから支援機関につながることが多い。結果として、急なマネジメントを要

するケースが多くなってしまい、事業の有効的な活用対象者に運用がなされていない。認知症を疑

う方および家族にとって早期の関わりが必要であることを広く周知していくことにより、相談件数が伸

びてくるのではないかと考える。 

 医療機関や市民から直接初期集中支援チームへの相談は少なく、チームの周知や認知症への理

解に関する取り組みが必要である。 

 ご本人の困り感がなかったり、家族の認知症に対する受容が難しく、チームであっても介入が行い

にくい点 

 認知症初期集中支援チームを設置し約 2 年となるが、いまだ包括支援センターの総合相談の方が

柔軟かつスピーディーな対応が可能であると感じる。本町は、地域包括支援センターが直営であり、

これまでも認知症の問題のみならず支援が必要と思われるケースは早期に訪問や面談を行い、必

要に応じた対応を講じている。あえて、調整などに時間を要する初期集中支援を実施する特段の必

要性が見いだせず、初期集中支援の件数も伸び悩んでいる状況である。 

 地域の潜在認知症の方をいかに早期発見、早期治療へ結びつけられるか、今後も大切になってい

くと考えられる。 
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【認知症カフェ】 

 認知症に対して否定的（隠したがる）地域性があるため、早期発見・早期支援につながりにくい。 

 地域に埋もれている事業対象者を見つけることが課題。 

 認知症の人やその家族、地域住民、専門職等の誰もが気軽につどい、交流できる場として認知症

のカフェの開設を進めているが、参加者は家族介護者や地域住民が多く、認知症のご本人の参加

は少ない状況である。認知症の症状が出始め、診断からサービスを受けるまでの「空白の期間」を

埋めるため、またカフェを中心として支援者や地域とご本人を繋げるために、認知症カフェのご本人

への有効活用を進めていく必要がある。今後は認知症カフェの質の向上を目指していきたい。 

 それぞれの認知症カフェによって差はあるものの、大半の認知症カフェに参加している人は、認知

症の方 疑いのある方やその家族というより、自身の健康に関心のある地域住民の割合がほとんど

を占めている。認知症予防という点では、地域の方が関心を持って参加しているが、早期支援の役

割については、課題があると感じている。 

 認知症の方とその家族の参加が少ない。ちらし、広報、市のホームページだけでなく民生委員の集

まりや関わったケースに直接お声がけしたり等様々な周知の仕方をしているが、認知症と思われた

くない、送迎がない等の理由で参加者が少ないことが課題である。参加していただいた方には、とて

も楽しかった、本人があんなに楽しそうに笑っているのを久しぶりに見た、等の感想をもらえているが、

参加者が少ないことが課題である。 

 認知症カフェは毎月開催しているが、来てほしい方 認知症の方やそのご家族の参加は少なく、ど

ちらかというと元気な高齢者が多く集っており、介護予防を目的としたサロンに近いような状況となっ

ている。必要とする方に参加していただける体制整備が課題と感じている。 

 市内の認知症カフェは自主運営。市は相談支援と交流会の機会の提供などの支援を行っている。

認知症と看板を掲げると、敬遠されるとの声があり、本来の目的とは違う活動をしているカフェが見

受けられる。 

 認知症カフェと銘打たれると抵抗感が増すのか、認知症初期のご本人や家族の利用が少ない。認

知症か否かにかかわらず、まずは人が集まり交流できる場として地域の人の利用を促していきたい。

日常生活圏域に一つも認知症カフェがない地域がある。地域の人も来やすい場に、認知症カフェ

の設置を進めていきたい。 
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【家族会/家族教室】 

 家族会の認知度が低い。また、家族の方の参加が少ない。 

 認知症についての偏見などまだある中、サポーター養成講座の開催等で認知症に関する知識の普

及等課題である。 

 介護を実際にされている方は参加することが困難と感じている。 

 家族介護教室を開催したが、参加者が認知症の方や家族介護者ではなく、一般住民の方がほとん

どであったため、今後は認知症の方本人や家族介護者に参加していただけるような内容・取組を考

えなければならないと考えている。 

 介護家族支援講座を実施しているが、受講される方が少なく効果的に行えていないと感じている。

また、講座に来ることが出来ない家族、声をあげられない家族に対しての支援も手薄になっていると

感じており、取り組みの強化が必要だと感じている。 

 内容や方法を検討しながら開催しているが男性介護者等、特に支援が必要と思われる参加してほ

しい方ほど参加しない傾向がある。 

 認知症の人が参加しやすい場の設定が難しい。 

 介護者の会は、介護を終わった方がほとんどで、介護中の方の参加が少ない。介護中の方の参加

を増やすことが課題だと感じている。 

 介護に追われている中では、このような場に参加する余裕のない介護者も多い。 

 参加者が少ない。参加している家族も認知症中期程度の人が多い。 
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【高齢者見守りネットワーク】 

 家族から登録の相談があった場合、関係者で会議を行なっているが、その会議自体はとても成果が

あると思っている。今後は GPS の貸し出しなどに展開していきたい。 

 対象先に合わせて柔軟に活動しづらい。訪問するには同意書が必要となるため迅速な対応が困難。

各種検査を行うことが対象にとって負担であり、不信感を抱かせる要因となる場合もある。 

 地域の独居高齢者の割合が増えているため、見守る立場の地域住民が減少傾向にある 

 徘徊して行方不明となった高齢者等を早期に発見できるよう、関係機関等の支援体制（ネットワーク）

を構築し、高齢者等の安全確保と家族等の支援を図ることを目的とする「徘徊見守り SOS ネットワー

ク」事業を開始しているが、この事業で民間事業者が行方不明者を発見したケースは 1 件のみの状

況。警察による捜索の補完的な役割を担っているが、事前登録者の情報共有が行われていない等、

警察との連携強化を図る必要があるが進んでいない状況。 

 協力会員を増やす。認知症の方への対応についての理解の普及を広げる取り組み。 

 認知症者等の行方不明に対する取り組みはかなり周知も進み、地域の方々や大型店舗・コンビニ

各社等々の協力もいただいているところですが、ネットワークがめざす事前登録がまだまだ不十分と

考える。年々登録数は増加しているが、一度行方不明になり防災無線を活用したことがきっかけで

登録される場合が多く、予防的登録とはいえない状況である。もっと気軽に保険のような捉え方で登

録していただけるとよいのではないかと考える。 

 徘徊の恐れのある方で希望する方に事前に情報を登録してもらい、見守りシールを配布しているが

制度が周知されないと行方不明時の発見、保護に活用できない 

 行方不明者の模擬訓練の実施にサポーター養成講座の実施等をしめしているが、なかなか地域の

中での見守りにつながらない 

 金融機関、タクシー企業など協力機関と連携しているが、移動もあり、ネットワークづくりまでできて

いるとはいえない。個人情報の発信など課題も多い 

 個人情報をどこまで共有できるかが難しい。 

 関係機関との連携等調整ができてない 

 民間事業所等と見守りネットワークの締結を行っているが、連携を深めるための関係者会議の開催

に至っていない。 

 高齢者が増え、地域での見守り体制はかかせないが、個人情報のこともあり、認知症に特化した場

合の難しさがある 
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【本人の就労支援】 

 ご本人の就労先が少ないことと相談できる場所も限られているため。 

 若年性認知症等の事例の関わりは非常に稀であるが、中山間地域で少子高齢化の進む当地域で

の就労支援につながる事業所が限られており、十分な支援ができるか課題である。 

 支援件数が少なく仕組み作りが不十分。 

 初期集中支援チームの支援から障がい就労支援に繋がっているケースはあるが、認知症の人が働

ける場所がほとんどないため、つなぐことも難しい。 

 認知症の方の生活実態、特に就労については情報が皆無であるため 

 若年性認知症の方の把握、地域の認知症の方を受け入れる態勢を整えることが大変だと思う。 

 若年性認知症の方で診断を受けた後の継続的な就労について、企業側への認知症に対する理解

等まだまだ周知ができていない状況。今後、認知症サポーター養成講座等通じて周知していく必要

性がある。 

 若年認知症の方の把握が難しく、具体的に支援できる資源が乏しい。 

 就労場所の地域格差が大きい。企業への認知症理解、就労支援についての積極的な働きかけが

現状では乏しい。 

 高齢者見守りネットワーク地域の事業所の協力により構築されている見守りネットワークや、各種ツ

ールを利用した仕組み等はあるが、それらは認知症の症状が進行した後に申請されるものがほぼ

であることで、監視的な要素をぬぐうことができない。将来への備えとして、本人が自分のために事

業を取捨選択し活用していく見守りの仕組みに変えていく必要がある。認知症のご本人の就労（継

続）支援若年性認知症支援における就労支援については特に課題を感じており、今後既存事業の

中にどこまで落とし込めるかを検討したいと考えている。（障害者総合支援法内の就労支援など） 

 若年性認知症の人の就労継続、社会参加支援 社会資源、事例の蓄積が不十分 。社会資源、担

い手の不足。 

 就労継続支援については、相談連絡時点で休職や退職されていることが多く、継続支援が必要な

時期に関わりを持つことができていない。今後休職、退職に至る前段階の方をどうすればいいのか

課題に感じている。若年性認知症の方においてほとんどの方が、仕事をしたい、何か役立つことを

したい希望され、福祉就労や施設のボランティアに繋げているけれど、新しいことを覚えておくことが

難しくまた進行する病気であるので、受け入れ事業所における認知症の理解が必要だと感じ、認知

症サポーター養成講座の開催を始めている。 

 

 

 

 

 

- 56 -



【家族の就労（継続）支援】 

 介護者交流会の開催等について、介護者の負担軽減や就労支援、認知症に対する正しい知識と

理解などについて更なる支援や啓発を行う必要があると認識している。 

 会社ごとの考えによるものであり、対応の統一が難しいと思われる。 

 介護者の離職防止について、介護を理由とする離職者の数等、実態が把握できていない。 

 

 

【認知症にやさしい図書館、講演会等、情報提供の場】 

 多くの方に理解していただく機会として認知症講演会を年 1 回開催しているが、働き盛りの方々な

どに参加がすくなく、その世代の理解を深めることが課題である。 

 認知症になったら終わりという偏見が根強く、誰にでも認知症になる可能性があるという情報が広が

らない。 

 若い世代の関心が低く参加へと結びついていないので、広報の方法、内容について検討が必要。 

 認知症予防を取り入れた運動、講演などを開催しているが、参加者がいつも同じである。 

 講演会として映画上映会、認知症に関する出前講座を開催しているが、情報提供の場が限られて

いる。 

 2 年前より図書館に向けて、認知症に関する理解を求めているが、なかなか職員の理解が得られな

い。図書館での認知症サポーター養成講座の開催ができていないので、受講を促し意識を変えて

いきたい。 

 

 

【その他】 

 受け入れがかなり悪い方もおり、そういった方の支援（専門医への受診勧奨や介護サービス導入等）

が難しい 

 本人ミーティングの開催、認知症本人の声を共有する場、当事者による相談を受ける場など、認知

症本人の活動を支援しているが、本人の参加につながりにくい状況である 

 認知症高齢者保護情報共有サービス提供事業 平成 30 年度から事業を開始しているが、登録者

数が伸び悩んでいる現状がある。 

 認知症の診断を受けたばかりの初期の方の把握が難しい。診断を受けたばかりの初期の方は介護

保険制度を利用するほどの病状ではなく、身体的にもできることが多いうえ、診断を受けたばかりの

不安を強くもっている時期である。その時期に本人ミーティングや認知症カフェなどにつながること

ができると良いが、対象者の把握が困難である。認知症疾患医療センターを始め、医療機関から当

事者やご家族に対してそのような社会資源のチラシ等を配布してもらい、地域の資源につながる仕

組みができると良い。 

- 57 -



 

Ⅳ 考 察 

１） 全国の取り組み 

全国を、北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の 7 つのブロックにわけ、委員に

直接現地を訪れ調査するという形をとった。様々な職種の委員に参加していただいた。 

昨年度認知症初期集中支援チームの調査を行う際にあわせて、認知症初期集中支援チーム以外に

早期発見・早期対応に関する試みを行っているか調査したところ、550 か所から何らかの試みを行ってい

る旨回答をいただいたが、確認すると、今後行う予定の情報であったり、開始したがほとんど進んでいな

いといった回答があり、実際に委員が直接訪問する形式とした。 

少し残念であったのはこれらの調査結果を実名で公表してほしくないという市区町村が複数あったこと

で、そのため今回の報告は大まかな人口を示すにとどめている。 

今回の報告を読んで感じることは、今回訪問できた地域はそれなりに長い認知症施策を独自に行っ

てきていること、仕組みはさまざまであっても中央行政が現場をしっかりコントロールして現場へ介入して

いること、企業を上手に巻き込んでいること、医療とのつながりがうまくいっていること、比較的小さい市町

では認知症施策というよりも地域づくりという観点から早期発見につなげていることなどがポイントなるの

ではないかと思う。またうまくいっている地域では事業が動き出す「起爆装置」がうまく働いたと感じる。そ

れは医師会であったり、地域住民であったり、企業であったり大学であったり様々であるが他の地域も参

考にしうる重要なポイントと考える。 

 

２） 全国調査 

全国の 785 市区町村から回答が得られた。介護予防事業としての取組でのポイントは認知症の予防と

いう観点から行われている取組としては運動と運動を含めた複数の介入の組み合わせが多いこと、取組

が始まったのは 27％が平成 20 年よりも前から開始されており、半数以上は新オレンジプランが出される

前から開始されていること、そして取組開始時も平成 30 年度においても取組の中心は行政と地域包括

支援センター、社会福祉協議会であり、医師会や医療機関との連携に乏しいこと、平成 30 年度では民

間企業の参入がめだつことがあげられる。また全体として当初よりも平成 30 年度のほうが参加者が増加

していることも明らかとなった。取組を継続している中で感じた効果については地域住民の意識の向上と

地域住民同士の支えあいのネットワークができたことがあげられており、ここでも地域づくりの重要性が浮

かび上がっている。 

 認知症に特化した予防事業においては、やはり運動と運動を含めた複数の介入の組み合わせが多く、

これは運動と運動を含めた複数介入のエビデンスが高いことを反映していると思われる。認知症に特化

した取り組みはオレンジプラン以降のものが多い。またここでも取組開始時も平成 30 年度においても取

組の中心は行政と地域包括支援センターであり、医師会や医療機関との連携に乏しいこと、平成 30 年

度では民間企業の参入がめだつことがあげられる。効果として感じている点は、地域住民の認知症を含

めた介護予防に関する意識が向上したのは 90％近く、地域住民同士の支えあいのネットワークができた、
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専門職の介護予防に関する意識が向上した、連携先同士のネットワークができたがいずれも 60％前後と

なっており、意識の向上、ネットワーク形成に役立っていることがうかがえる。 

 また現在実施している早期支援の取組に関しての有用性を「まあそう思う」以上の割合でみると 認知

症にやさしい図書館、講演会等、情報提供の場が 74.6％、家族会/家族教室が 71.7％、認知症カフェ

が 70％、高齢者見守りネットワークが 68％、認知症初期集中支援チームが 63.4％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 59 -



 

 

 

 ［資料編］ 

 

   ○ アンケート調査（記述回答一覧） 

      Ⅳ.2  早期支援の取組のうち、最も成果・効果を感じている取組の内容 

Ⅳ.3  早期支援の取組のうち、最も課題を感じている取組の内容 

 

   ○ 認知症の予防及び早期支援のための効果的な取組の実施状況調査票 
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